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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第137期 第138期 第139期 第140期 第141期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (千円) 12,728,09313,104,86811,378,5216,527,3397,957,721

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) 626,727 198,198△1,025,649△2,666,401110,443

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 117,170 169,447△1,218,432△4,545,292258,146

純資産額 (千円) 2,392,7352,639,9591,263,5711,024,3981,775,749

総資産額 (千円) 21,381,09020,509,58717,848,61210,510,68310,148,688

１株当たり純資産額 (円) 54.53 64.25 10.33 △225.36 △216.52

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 4.58 6.63 △47.75 △492.31 10.57

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 4.19 4.48 ― ― 2.00

自己資本比率 (％) 11.2 12.9 7.1 9.7 17.5

自己資本利益率 (％) 6.7 6.7 ― ― 18.4

株価収益率 (倍) 24.7 24.7 ― ― 22.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 3,619,480△1,089,145△795,159△2,162,562645,002

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,929,210△115,361 554,938 309,673△69,275

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △4,860,912271,349 30,0672,246,739△110,574

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 2,101,0581,167,901957,7471,351,5981,816,750

従業員数 (名) 313 285 251 163 140

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、第139期および第140期は、１株当たり当期純損失が計

上されているため記載しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、第140期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。

４　自己資本利益率については、第139期および第140期は、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

５　株価収益率については、第139期および第140期は、１株当たり当期純損失が計上されているため記載しており

ません。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第137期 第138期 第139期 第140期 第141期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (千円) 11,612,06111,381,83510,037,7466,228,9137,936,077

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) 599,582 255,425△628,631△2,627,016115,184

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 97,330 230,275△1,200,784△4,550,577326,941

資本金 (千円) 828,765 828,765 828,7653,018,7651,000,000

発行済株式総数 (株)

普通株式
25,559,400
優先株式
5,000,000

普通株式
25,559,400
優先株式
5,000,000

普通株式
25,559,400
優先株式
5,000,000

普通株式
17,389,850

第一回優先株式
5,000,000

第二回優先株式
12,312,500

普通株式
17,389,850

第一回優先株式
5,000,000

第二回優先株式
12,312,500

第三回優先株式
10,000

純資産額 (千円) 2,250,8552,558,9071,200,167955,7101,775,856

総資産額 (千円) 20,299,96319,506,55517,605,10810,796,82210,148,714

１株当たり純資産額 (円) 48.97 61.07 7.84 △229.31 △216.51

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

(内１株当たり
 中間配当額)

(円) (―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 3.81 9.01 △47.06 △492.89 14.53

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

(円) 3.48 6.10 ― ― 2.53

自己資本比率 (％) 11.1 13.1 6.8 8.9 17.5

自己資本利益率 (％) 6.0 9.6 ― ― 23.9

株価収益率 (倍) 29.7 18.2 ― ― 16.3

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 (名) 268 253 222 161 140

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第137期、第138期、第139期、第140期および第141期は配当を行っておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、第139期および第140期は、１株当たり当期純損失が計

上されているため記載しておりません。

４　純資産額の算定にあたり、第140期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。

５　自己資本利益率については、第139期および第140期は、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

６　株価収益率については、第139期および第140期は、１株当たり当期純損失が計上されているため記載しており

ません。
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２ 【沿革】

当社は大正８年７月７日、株式会社岩井商店(現在合併して双日株式会社)の創業者岩井勝次郎が、大阪市

大淀区(現在北区)にあった日本橋梁建築合資会社に資本参加して、資本金100万円の株式会社組織として日

本橋梁株式会社を設立し、橋梁、鉄骨の生産をはじめたものであります。

その後の沿革は次のとおりであります。
　

年月 摘要

大正10年12月 鍍金工場新設、鉄塔の生産開始

大正13年４月 鉄道省指定工場となる

昭和18年６月 東京支店を開設

昭和19年４月 軍需会社の指定を受ける

昭和21年３月 民需工場へ転換、本業再開

昭和24年７月 大阪証券取引所に株式上場

昭和25年７月 建設業者登録(建設大臣登録　第1872号)

昭和28年７月 九州営業所を開設

昭和34年９月 札幌営業所を開設

昭和40年12月 北米向鉄塔輸出を開始

昭和42年６月 名古屋営業所を開設

昭和47年９月 広島営業所を開設

昭和53年４月 仙台営業所を開設

昭和54年９月 子会社日橋興業㈱を設立

昭和54年12月 大阪市港区に本社及び橋梁工場を移転

昭和55年11月 大阪市西淀川区に鉄塔工場を移転

昭和57年12月 現場工事施工部門を分離し、日本橋梁エンジニアリング㈱を設立(現、連結子会社)

昭和62年４月 資本参加により東洋技術㈱を子会社化

昭和62年11月 兵庫県加古郡播磨町に橋梁組立工場を新設

昭和63年９月 播磨工場の橋梁地組立ヤード拡張のため、隣接地を追加取得

平成２年９月 大阪証券取引所市場第二部より第一部に指定替えとなる

平成３年10月 本社を大阪本社、東京支店を東京本社と改称し、二本社制を採用

平成５年３月 千葉工場用地を取得

平成５年５月 播磨工場に大型橋梁製造設備を新設

平成５年11月 鉄塔工場を大阪市港区(大阪工場)に集約

平成６年10月 茨城県水戸市に子会社藤照鉄工建設㈱を設立

平成６年12月 茨城県西茨城郡岩間町に橋梁部材加工工場(茨城工場)を新設

平成７年６月 大阪市西淀川区に子会社㈱中島オートランドを設立

平成９年11月 東京証券取引所市場第一部に株式上場

平成10年３月 兵庫県西脇市に製品滞貨場として西脇工場を新設

平成11年３月 茨城工場を閉鎖

平成12年３月 子会社藤照鉄工建設㈱を解散

平成12年５月 鉄塔事業からの撤退

平成13年３月 子会社㈱中島オートランドを解散

平成14年７月 子会社東洋技術㈱の全株式を売却

平成14年10月 大阪市北区に大阪本社を移転

平成14年12月 大阪工場を閉鎖、播磨工場に橋梁設備集約のため生産ラインを新設

平成19年３月 子会社日橋興業㈱を解散

平成20年１月 子会社日本橋梁エンジニアリング㈱を解散
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社と子会社１社から構成されておりましたが、主に橋梁の架設工事と保全工事の施工

を行っておりました連結子会社の日本橋梁エンジニアリング㈱は、平成20年１月８日に解散し、同年５月30

日に清算結了いたしました。

　なお、子会社でありました日橋興業㈱は、平成19年３月末に解散し、同年６月26日に清算結了いたしまし

た。

当社は、橋梁等の鋼構造物の設計・製作・架設工事を主な事業内容としております。

　

４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所

資本金
又は
出資金
(千円)

主要な事
業の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有
割合(％)

(連結子会社)

日本橋梁
エンジニアリング㈱
(注)３

兵庫県
加古郡
播磨町

50,000鋼構造物事業 100 ― 役員の兼任等１名

(注) １　特定子会社に該当する会社はありません。

２　上記子会社のうちに、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。

３　平成20年１月８日に解散し、同年５月30日に清算結了いたしました。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年３月31日現在

事業部門の名称 従業員数(名)

鋼構造物事業 128

管理部門 12

合計 140

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数が前連結会計年度末に比べて23名減少しておりますが、これは主に、自己都合退職によるものであり

ます。

３　臨時従業員数については従業員数の10％に満たないため、記載を省略しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

140 40.8 15.3 4,708

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　従業員数が前期末に比べて21名減少しておりますが、これは主に、自己都合退職によるものであります。

４　臨時従業員数については従業員数の10％に満たないため、記載を省略しております。

　

(3) 労働組合の状況

当社労働組合はＪＡＭに所属し、日本橋梁労働組合と称しております。組合員は会社側利益を代表する

と認められるものを除き91名(平成20年３月31日現在)で構成され、会社とは正常かつ円満な労使関係を

維持しており、現在特記すべき事項はありません。なお、子会社には労働組合はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度における公共投資関連の市場は、近年の公共工事予算削減の施策が継続されており、当

社グループがその大半を依存しております橋梁業界におきましても、国内橋梁発注量は逓減傾向にあり、

依然として厳しい状況が続いております。しかしながら、「脱談合」後の激しい受注競争によって収益の

悪化をもたらした低価格入札は、国土交通省の「緊急公共工事品質確保対策」の施行等により一定の歯

止めが掛かり、やや明るい兆しが見えてまいりました。 

　かかる状況において、当社グループは、資本構成を是正し、今後の柔軟な資本政策の展開を可能とするた

め、平成19年６月28日に資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分を実施し、累積損失を一掃いた

しました。また、前述のような事業環境の変化に的確に対応する経営基盤を構築し、更なるコスト削減、生

産性の改善や受注力の強化等をはじめとした施策の推進に向けて早期の資本増強を図ることを目的とし

て、同６月29日にフェニックス・キャピタル株式会社が業務執行組合員である民法上の組合「ジャパン

・リカバリー・ファンドⅢ」に対して、優先株式の発行による第三者割当増資を実施いたしました。 

　このような事業環境の中、全社をあげて受注活動に取り組み、当連結会計年度の受注高として100億２千

６百万円(前年同期比65.0％増)を獲得し、受注残高につきましては85億２千３百万円(前年同期比32.0％

増)となりました。 

　また、採算性が厳しい状況において、既存工事のコスト削減活動や積極的な契約変更の増額獲得活動の

成果に加え、「事業再生計画」に沿った様々な経費圧縮策を実行した結果、当連結会計年度の業績につき

ましては、以下の通り、期初の見通しを上回る黒字化を達成することができました。 

売 　 上 　 高 79億５千７百万円(前年同期比21.9％増)

売 上 総 利 益 ６億７千万円 (前年同期は17億３千１百万円の売上総損失)

営 業 利 益 １億８千９百万円 (前年同期は24億４百万円の営業損失)

経 常 利 益 １億１千万円 (前年同期は26億６千６百万円の経常損失)

当 期 純 利 益 ２億５千８百万円 (前年同期は45億４千５百万円の当期純損失)

　
事業部門別の業績は、当社グループの事業は、〔鋼構造物事業〕に集中させており、〔その他〕特記す

べきものはございません。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金および現金同等物（以下、「資金」という。）は、18億１千６百万円と

なり、前連結会計年度末より４億６千５百万円増加いたしました。主な要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は６億４千５百万円となりました。これは税金等調整前当期純利益２億７

千５百万円に、工事損失引当金の減少額６億２千１百万円と仕入債務の減少額６億１千２百万円等によ

る資金の減少があったものの、売上債権の減少額13億２千４百万円等による資金の増加が上回ったこと

によるものであります。
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(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の減少は６千９百万円となりました。これは主に旧社員寮の有形固定資産売却に

よる収入６千６百万円の資金の増加があったものの、工場設備の更新等による有形固定資産の取得によ

る支出１億３千万円等があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の減少は１億１千万円となりました。これは主に季節資金の返済による短期借入

金の純減額５億円と長期借入金の返済による支出１億５百万円等の資金の減少が、新株発行による収入

４億９千５百万円の資金の増加を上回ったことによるものであります。

　

２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門の名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

鋼構造物事業

　橋梁 7,573,575 △5.6

　鉄骨 ― ―

　　小計 7,573,575 △5.6

その他事業 ― ―

合計 7,573,575 △5.9

(注) １　生産高は契約金額に生産進行率を乗じて算出しております。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当連結会計年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門の名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

鋼構造物事業

　橋梁 10,026,084 ＋65.6 8,523,996 ＋32.0

　鉄骨 ― ― ― ―

　　小計 10,026,084 ＋65.6 8,523,996 ＋32.0

その他事業 ― ― ― ―

合計 10,026,084 ＋65.0 8,523,996 ＋32.0

(注)　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門の名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

鋼構造物事業

　橋梁 7,957,721 ＋22.3

　鉄骨 ― ―

　　小計 7,957,721 ＋22.3

その他事業 ― ―

合計 7,957,721 ＋21.9

(注) １　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

相手先 販売高(千円) 割合(％) 相手先 販売高(千円) 割合(％)

国土交通省 2,120,98132.5国土交通省 2,864,52536.0

静岡県 697,200 10.7東京都 923,210 11.6

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２　前連結会計年度の東京都及び当連結会計年度の静岡県については、当該割合が100分の10未満

　 のため記載を省略しております。

　

３ 【対処すべき課題】

当社グループのコア事業である橋梁事業（橋梁の設計・製作・架設）は、近年の公共工事予算削減の

影響により発注量が逓減傾向にあることに加え、いわゆる橋梁談合事件後の受注競争により、厳しい状況

が続いており、前々連結会計年度から２期連続の大幅な経常損失となりました。これに対し、当連結会計

年度は、経常利益１億１千万円、当期純利益２億５千８百万円を計上しましたが、この経常利益の水準は

十分とは言えず、平成18年10月５日に策定しました「私的整理に関するガイドライン」に基づく「事業

再生計画」における収益計画を下回る結果となっております。 

　当該状況により、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

　このような状況において、当社グループが第一に対処すべき課題は、いわゆる談合事件を教訓とした

「社内における法令遵守意識の継続的な周知徹底」であります。 

　この課題につきましては、社長宣言及び企業行動憲章を基に、独占禁止法等の法令遵守について、従業員

全員にこれらを周知させる社内研修を継続的に実施し、意識の徹底を図っております。 

　第二に当社グループが対処すべき課題は、現在の経営環境における「生産量及び売上高の確保」と「コ

スト競争力の強化」であります。 

　前者につきましては、新しい受注競争に対応した既存の社内体制を、積算力及び技術提案力の面からさ

らに充実させ、効果的な受注活動を展開してまいります。特に、国土交通省が推進する「総合評価落札方

式」の内容に対応し、また「品質・安全・技術力」の向上を図りながら、今後の受注の拡大に取り組んで

まいります。 

　後者につきましては、従来から取り組んでおります社内技術者の多能工化、購買費の削減、現場施工作業

の直営化による外注費の削減等をさらに推進するとともに、トータルコスト削減の観点から、ＰＭ制度

（プロジェクトマネージャーによる一貫管理）への取り組みに努めてまいります。
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さらに当社グループが対処すべき課題は、財務基盤の強化を図ることであります。

　この課題につきましては、引き続き金融機関に運転資金等の協力を頂きながら、コスト削減や収益管理

体制の強化に努めてまいります。 

　

４ 【事業等のリスク】

当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、以下のようなものがあ

ります。

(1) 当社グループの属する市場について

当社グループがその大半を依存しております橋梁業界におきましては、近年の公共工事予算削減の施

策が継続されており、国内橋梁発注量は逓減傾向にあります。さらに、道路特定財源の一般財源化問題の

影響も懸念され、依然として厳しい状況が続いております。 

　以上の要因から、公共投資の中の鋼橋という特殊な事業分野について、その発注量と受注単価を精度良

く予測することは困難であります。このため、現実の発注量や受注単価が予測と乖離する可能性もあり、

その場合は、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 主たる購入材料である鋼材の価格上昇について

当社グループの主たる製品である鋼橋は、鉄鋼メーカーから購入する鋼材が主な材料であります。この

鋼材は、現在、需要拡大および原材料費の高騰の影響により価格上昇が著しく、また、潤沢な調達が困難な

状態となり、いくつかの業界で問題が顕在化しています。

当社グループでは、この価格上昇および仕入納期の問題について鉄鋼メーカー及び流通業者と交渉を

行い、その結果を次期の業績見通しに織り込み済みであります。しかし今後、想定している範囲を超える

価格変動や仕入納期の長期化が生じた場合、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 金利上昇による業績変動リスク

当社グループは、鋼構造物事業の工場設備等に要する資金を主に金融機関からの借入により調達して

おりますが、「私的整理に関するガイドライン」に基づく「事業再生計画」により、当社グループは借入

金の約定返済の猶予を頂くなど金融機関の援助を得ている状況であります。

当連結会計年度を含め有利子負債の圧縮に努めておりますが、総資産に占める有利子負債の比率は高

い水準にあります。

よって、現行金利水準が変動した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。

(4) 事故などの安全上のリスクについて

当社グループのコア事業であります橋梁事業の工程は、工場製作、輸送及び現場架設の３段階に大きく

分かれております。いずれの工程においても製品の形状、重量が大きく、事故が発生した場合は、多大な損

害が発生する可能性があります。

当社グループでは、鋭意、事故防止に努めておりますが、万一事故が発生した場合は、社会的信用の失

墜、各発注者からの指名停止措置等の行政処分、損害賠償等により当社グループの事業に重大な影響を及

ぼす可能性があります。

(5) 「私的整理に関するガイドライン」に基づく「事業再生計画」について

当連結会計年度において、当社グループは、今後の事業継続に向けた強固な収益体質の確立と、財務体

質の抜本的な改善を図るため、「私的整理に関するガイドライン」に基づく「事業再生計画」を策定し、

各対象債権者全員よりこれにご同意いただきました。

　これをもって「事業再生計画」が成立し、当該債権者より当社の債務の一部免除を含む金融支援を受け

ております。

さらに当社グループは、「事業再生計画」の一環として人員削減も含めた徹底的な経営合理化に取り

組むなど最大限の自助努力を行っておりますが、当該再生計画の進捗如何によっては、当社グループの業
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績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。　

　

５ 【経営上の重要な契約等】

　　記載すべき事項はありません。

　

６ 【研究開発活動】

当社グループは、公共事業のコスト削減及び既設橋梁の維持管理の増大に対応した研究開発活動を

行っております。

なお、当社グループの研究開発体制につきましては、当社の技術グループが中心となって実施してお

り、当連結会計年度における研究開発費の金額は、1,457千円であります。

　

７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 財政状態の分析

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2.7％減少し55億２千万円となりました。これは主に受取手形及

び売掛金等の売上債権の減少によるものであります。 

　

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末に比べ4.3％減少し46億２千８百万円となりました。これは主に有形固

定資産４千７百万円、投資その他の資産１億６千１百万円の減少によるものであります。

　

（流動負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ4.2％減少し76億５千９百万円となりました。これは主に前受金

８億９千４百万円と長期借入金の内、一年以内返済分５億７千４百万円が増加しましたが、支払手形及び

買掛金の仕入債務６億１千２百万円と短期借入金５億円及び工事損失引当金６億２千１百万円が減少し

たことによるものであります。

　

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末に比べ52.1％減少し７億１千３百万円となりました。これは主に長期借

入金の内、一年以内返済分が５億７千４百万円増加したことによるものであります。

　

（純 資 産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ73.3％増加し17億７千５百万円となりました。これは第三者割

当増資に伴う５億円の資本金及び資本剰余金の増加と、当期純利益２億５千８百万円によるものであり

ます。

　なお、平成19年６月29日に上記第三者割当増資に伴う株式数の増加が、第三回優先株式として10,000株

あったことにより、当連結会計年度末の発行済株式総数は34,712,350株となりました。

　

(2) 経営成績の分析

（売 上 高）

当連結会計年度における売上高につきましては、前連結会計年度と比べ14億３千万円増加し（前年同

期比21.9％増）し、79億５千７百万円となりました。売上高が増加しましたのは、前連結会計年度及び当
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連結会計年度に受注量が増加し、それらの工事が売上計上されたことによるものであります。

　

（売上原価、売上総利益）

当連結会計年度における売上原価につきましては、72億８千７百万円となり、前連結会計年度と比べ９

億７千１百万円減少（前年同期比11.8％減）しました。売上高が増加したことに反比例し、売上原価が減

少しましたのは、コスト削減活動の効果と前連結会計年度に受注しておりました工事損失引当金を取り

崩したためであります。また、積極的な契約変更の増額獲得活動の結果、売上総利益は６億７千万円（前

連結会計年度は17億３千１百万円の売上総損失）となりました。

　

（販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益）

当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、「事業再生計画」に沿った人件費の削減等の経費

削減効果が持続したことにより、１億９千２百万円減少（前年同期比28.5％減）し、１億８千９百万円の

営業利益（前連結会計年度は24億４百万円の営業損失）、１億１千万円の経常利益（前連結会計年度は

26億６千６百万円の経常損失）となりました。

　

（特別利益及び特別損失）

当連結会計年度における特別利益は１億７千９百万円となりました。これは主に退職金制度の見直し

による過去勤務債務処理額１億４千６百万円によるものであります。特別損失は１千４百万円となりま

した。

　

（当期純利益）

以上の結果、当期純利益は、前連結会計年度と比べ48億３百万円増加し、２億５千８百万円（前連結会

計年度は45億４千５百万円の当期純損失）となりました。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度に実施いたしました主要な設備投資は、維持更新のための機械装置及び工具器具備品の

買換え等であり、特記すべきものはございません。

　

　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業部門
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

播磨工場
(兵庫県加古郡播磨町)

鋼構造物
事業

橋梁、鉄骨の
生産設備

954,293521,593
1,721,240
(95,790)

16,2843,213,412116

西脇工場
(兵庫県西脇市)

鋼構造物
事業

橋梁、鉄骨の
滞貨場

159,310116,613
393,291

(85,388)
2,716671,9321

(注)　帳簿価額には、建設仮勘定は含んでおりません。

　

(2) 国内子会社

該当事項はありません。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当連結会計年度末における重要な設備の新設の計画はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

当連結会計年度末における重要な設備の除却の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 138,809,400

第一回優先株式 5,000,000

第二回優先株式 12,312,500

第三回優先株式 10,000

計 156,131,900

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末
現在発行数(株)
(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 17,389,85017,389,850

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

―

第一回優先株式 5,000,000 5,000,000未上場・非登録 （注）２

第二回優先株式 12,312,50012,312,500未上場・非登録 （注）１，３

第三回優先株式 10,000 10,000未上場・非登録 （注）４

計 34,712,35034,712,350― ―

(注) １　第二回優先株式12,312,500株のうち9,000,000株は現物出資(借入金の株式化2,880,000千円)によって発行され

たものであります。

２　第一回優先株式の内容は以下のとおりであります。

１．優先配当金

　①優先配当金の額

　　当社は、剰余金の配当をするときは、第一回優先株式を有する株主または優先株式の登録質権者に対し、普通株

式を有する株主または普通株式の登録質権者に先立ち、優先株式1株につき年20円を上限として、発行に際し

て取締役会の決議で定める額の利益配当金を支払う。

　　優先株主または優先登録質権者に対し、中間配当を行わない。

　②非累積条項　　　　　　　　

　　　ある営業年度において、優先株主または優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が優先配当金の額に達

しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。

　③非参加条項

　　優先株主または優先登録質権者に対し、優先配当金を超えて配当しない。

２．残余財産の分配

　　当社の残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先

立ち、発行価額相当額を支払う。優先株主または優先登録質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行

わないものとする。
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３．買受けまたは消却

　　当社は、いつでも優先株式を買い受け、または利益により消却することができる。

４．議決権

　　優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

５．新株引受権等

　　当社は法令に定める場合を除き、優先株式について株式の併合または分割は行わないものとする。

　　優先株主には、新株の引受権または新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えないものとする。

６．普通株式への転換予約権

　　優先株主は、発行に際して取締役会の決議で定める転換を請求し得べき期間中、当該決議で定める転換の条件で

優先株式の普通株式への転換を請求することができる。

７．普通株式への強制転換

　　転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった優先株式は、同期間の末日の翌日以降の日で取締役会の決議

で定める日において、優先株式の転換により発行する普通株式数は、優先株式１株の発行価額相当額を強制転

換基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）で除して得られる普通株式数とす

る。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。この場合当該

平均値が、優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める下限転換価額を下回るとき、または上限転換価額

を上回るときは、優先株式１株の発行価額相当額をそれぞれ下限転換価額、または上限転換価額で除して得ら

れる数とする。

　

３　第二回優先株式の内容は以下のとおりであります。

１．配当金

　①優先配当金の額

　　当社は、剰余金の配当(配当財産の種類は問わない。)をするときは、当該配当の基準日の最終株主名簿に記載ま

たは記録された第二回優先株式を有する株主(以下、「第二回優先株主」という。)または第二回優先株式の登

録株式質権者(以下、「第二回優先登録株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載または記

録された普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)もしくは普通株式の登録株式質権者(以下、「普

通登録株式質権者」という。)に先立ち、かつ第17項に定める支払順位に従い、第二回優先株式の払込金額(320

円)に対し、下記により事業年度毎に定められる第二回優先株式配当金配当年率に基づき、当該基準日が属す

る事業年度の初日(2007年３月31日に終了する事業年度にあっては2006年10月１日。いずれにおいても当該日

を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(但し、１ヶ月未満の期間について

は年365日の日割計算)により算出される額の配当(以下、「第二回優先配当金」という。)をする。計算の結果

が32円を超えるときは、第二回優先配当金の額は32円とする。但し、既に当該事業年度に属する日を基準日と

して第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に配当金(次号に定める第二回累積未配当金に対する

配当金を除く。)を支払ったときは、かかる配当金の累積額を控除する。

第二回優先配当金配当年率＝日本円TIBOR(６ヶ月物)＋１％

「日本円TIBOR(６ヶ月物)」は、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)の、午前11

時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によっ

て公表される数値とする。また、当該日において午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バ

ンク・オファード・レートが公表されない場合は、同日(当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)ロン

ドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるユーロ円６ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オ

ファード・レート(ユーロ円LIBOR６ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会によって公表される数値また

はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(６ヶ月物)に代えて用いるものとする。日本円

TIBOR(６ヶ月物)またはこれに代えて用いる数値は、％位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨

五入する。

　②累積型

　　ある事業年度において第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に支払われた配当金の合計額が上記①

の第二回優先株式配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に限り累積するものとする(以下、

「第二回累積未配当金」という。)。第二回累積未配当金は、全ての種類の株主に対する配当金に先立って支払

われるものとする。
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　③非参加型

　　第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に対しては、第二回優先配当金を超えて配当は行わない。

２．残余財産の分配

　　第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に対しては、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、か

つ第８項に定める支払順位に従い、第二回優先株式１株につき320円を優先して分配するものとし、これを超

える部分については、普通株主または普通登録株式質権者に全額分配される。

３．株主総会における議決権

　　第二回優先株主は、株式総会において議決権を有さない。

４．譲渡制限

　　第二回優先株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。

５．普通株式を対価とする取得請求権

　　第二回優先株主は、当社に対し、以下に定める取得請求期間中、以下に定める取得の条件で、その有する第二回優

先株式の全部または一部につき、普通株式の交付を対価とする取得を請求することができる。但し、本項に基

づく第二回優先株主による取得の請求(本項において、以下、「本件請求」という。)がなされた下記①に定め

る取得請求可能日において、剰余授権株式数(以下に定義される。)が請求対象普通株式総数(以下に定義され

る。)を下回る場合には、(ⅰ)本件請求に係る第二回優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式

総数で除して得られる数を乗じた数(小数第１位まで計算し、その小数第１位を切り捨てる。)の第二回優先株

式のみ、本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の効力が生じる第二回優先株式以外の本件請求に係る第

二回優先株式については、取得請求がなされなかつたものとみなす。なお、複数の本件請求がなされ、同時に到

達した場合、各本件請求に係る請求対象普通株式総数の総数が剰余授権株式数を上回る場合には、按分により

本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の効力が生じる第二回優先株式以外の本件請求に係る第二回優

先株式については、取得請求がなされなかつたものとみなす。複数の本件請求がなされ、その到達の先後不明

の場合には、同時に到達したものとみなす。

　　「剰余授権株式数」とは、以下のＡ及びＢのいずれか小さい数をいう。

　　Ａ：(Ⅰ)当該取得請求可能日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該取得請求可能日における発行

済普通株式の数、(ⅱ)当該取得請求可能日における発行済第一回優先株式の数、(ⅲ)当該取得請求可能日

における発行済第二回優先株式の数、(ⅳ)新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。但し、権

利を行使することがきる期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者がその新株予約権の

行使により取得することとなる普通株式の数(それぞれ小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上

げる。)の総数を控除した数をいう。

　　Ｂ：(Ⅰ)当該取得請求可能日における当社の普通株式の発行可能種類株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該取得請求可能

日における発行済普通株式の数、(ⅱ)新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。但し、権利を

行使することがきる期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者がその新株予約権の行使

により取得することとなる普通株式の数(それぞれ小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げ

る。)の総数を控除した数をいう。

　　「請求対象普通株式総数」とは、第二回優先株主が当該取得請求可能日に取得を請求した第二回優先株式の払

込金額の総額を当該取得請求可能日における下記②に定める取得価額で除して得られる数(小数第１位まで

算出し、その小数第１位を切り上げる。)の総数をいう。

①取得請求期間

2006年12月28日から2010年６月30日までとする。取得請求期間に属する日を取得請求可能日という。

②取得の条件

当社は、本件請求に係る第二回優先株式を取得したときは、第二回優先株式１株につき下記(イ)乃至(ハ)

に定める取得価額に基づいて算定される数の当社の普通株式を交付する。

(イ)当初取得価額

40円
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(ロ)取得価額の修正

取得価額は、第二回優先株主が当社に対し第二回優先株式の取得を請求した日(以下、「修正日」とい

う。)において、修正日における「時価」が、当該修正日の前日において有効な取得価額を下回る場合は、

当該時価に修正される(以下、「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が当初取得価額の50％

に相当する金額(円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下、「下限取得価額」

という。但し、下記(ハ)により調整される。)を下回る場合には下限取得価額をもって修正後取得価額とす

る。上記「時価」とは、当該修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(当

社の普通株式が同取引所に上場されていないときは株式会社大阪証券取引所)における当社の普通株式

の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日を除く。円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を切り上げる。)とする。なお、取得価額の修正は、第二回優先株式の取得が請求される

毎に行われ、当該修正後取得価額は、当該修正日に取得請求がなされていない第二回優先株式については

適用しないものとする。

(ハ)取得価額の調整

(a)第二回優先株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調

整する。

(ⅰ)普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割

当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普

通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除

く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

　　調整後の取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。但し、分配可能額から資本に

組み入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役

会で決議する場合で、当該分配可能額の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式

分割のための基準日とする場合には、調整後取得価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、これ

を適用する。

(ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

(ⅲ)調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処

分する場合(無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新

株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(ⅲ)において同じ。)の取得による場合または普通

株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」とい

う。)により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払

込期間の最終日。以下本(a)において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定め

た場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有

する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分す

る当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する株式の数」は「処分前において当社が保有す

る普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式の数－当社が
＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払込金額

調整後
＝
調整前

×
保有する普通株式の数) 調整前取得価額

取得価額 取得価額 (発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数)＋新たに発行する普通株式の数

　　但し、本(ⅲ)による取得価額の調整は、第二回優先株式の発行済株式の総数の過半数を有する第二回

優先株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。
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(ⅳ)調整前の取得価額を下回る価額をもって、(x)普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式、新

株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはそ

の他の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)または、(y)普通株式を目的とす

る新株予約権の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当

社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行または処分する場合

(無償割当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約

権の場合は割当日。以下本(ⅳ)において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償

割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(a)において同じ。)に、また株主割当日があ

る場合はその日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の

条件で取得または行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の価額とする。調整後の取

得価額は、払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割

当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。但し、本(ⅳ)による取得価額の調整は、第

二回優先株式の発行済株式の総数の過半数を有する第二回優先株主がかかる調整を不要とした場

合には行われない。

(ⅴ)行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付と引

換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる

新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当て

の場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約

権全てが当初の条件で行使されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」

として新株予約権の行使に際して出資される財産の１株当たりの価額を使用して計算される額を、

調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、これを適用

する。但し、本(ⅴ)による取得価額の調整は、当社または子会社の取締役、監査役もしくは従業員ま

たは社外協力者に対するストックオプションとして発行される普通株式を目的とする新株予約権

には適用されないものとし、また、第二回優先株式の発行済株式の総数の過半数を有する第二回優

先株主がかかる調整を不要とした場合にも行われない。

(b)上記(a)に掲げる事由のほか、下記(ⅰ)乃至(ⅳ)のいずれかに該当する場合には、当社は第二回優先株

主及び第二回優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の

取得価額、適用日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

(ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収

分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継、または新設分

割のために取得価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)前(ⅰ)のほか、普通株式の発行済株式の総数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更ま

たは変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(ⅲ)上記(a)の(ⅳ)に定める株式、新株予約権またはその他の証券につきその取得または行使等により

普通株式が交付され得る期間が終了したとき。但し、当該株式、新株予約権またはその他の証券の全

てにつき普通株式が交付された場合を除く。

(ⅳ)上記(a)の(ⅴ)に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。但し、当該新株予約権全てにつき行

使請求が行われた場合を除く。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、特段の定めがない限り、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。

(d)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にと

どまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、その後取得価額の調整を必要とする事由が発

生し、取得価額を算出する場合には調整前取得価額はこの差額を差引いた額とする。

(e)取得価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、第二回優先株主または第二回優

先登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用日及びその他の必要事項

を通知しなくてはならない。
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(ニ)取得により交付すべき普通株式数

第二回優先株式の取得により交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

普通株式数 ＝
第二回優先株主が取得請求のために提出した第二回優先株式の払込金額の総額

取得価額

但し、第二回優先株主が取得請求のために提出した第二回優先株式の払込金額の総額は、第二回優先株

式つき、株式分割、株式併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。取得により

交付すべき普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、会社法第

167条第３項に定める金銭による調整は行わない。

(ホ)取得請求受付場所

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

(ヘ)取得の効力発生

取得の効力は、取得請求書及び取得請求に係る第二回優先株式の株券が上記(ホ)に記載する取得請求

受付場所に到着した時に発生する。

６．普通株式を対価とする一斉取得条項

①当社は、第５項①に定める取得請求期間中に取得請求のなかった第二回優先株式の全部または一部を、取得

請求期間末日の翌日以降の日で、取締役会の決議で定める日(以下、「一斉取得日」という。)が到来するこ

とをもって、取得することができる。この場合においては、当社は、当該取得に関する決議をする取締役会開

催日(以下、「決議日」という。)における剰余授権株式数(以下に定義される。)の範囲内において、以下の定

めにより第二回優先株式に交付する普通株式の総数が最大となるように、取得する第二回優先株式の数を

定めるものとする。

当社は、第二回優先株式の取得の対価として、取得する第二回優先株式の払込金額の総額を取得価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。この場合における取得価額は、一斉取得日を第５項②(ロ)に定める修

正日とみなし、第５項②(ロ)に従って算出する。

前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によ

りこれを取扱う。

当社は、第二回優先株式の一部を取得するものとするときは、決議日の前日の最終の株主名簿に記載または

記録された第二回優先株主の保有株式数に応じ、当社が取得する総数を各第二回優先株主に比例配分する

方法により、各第二回優先株主からの取得数(小数第１位まで計算し、その小数第１位を切り捨てる。)を定

めるものとする。

「剰余授権株式数」については、第５項の定めを準用する。この場合において、「当該取得請求可能日」と

あるのは「当該決議日」と読み替える。

②当社は、一斉取得日以降も第二回優先株式(当社が保有するものを除く。)が存在する場合には、当該第二回

優先株式の全部または一部を、一斉取得日以降の日で取締役会の決議で定める日(以下、「追加一斉取得

日」という。)が到来することをもって、取得することができる。追加一斉取得日において取得する第二回優

先株式の数及び取得の対価につき①を準用する。

７．現金を対価とする取得請求権

　　第二回優先株主は、第６項①の一斉取得日の翌日から2012年６月30日までの間、その保有する第二回優先株式の

全部または一部について、当社に対してその取得を請求することができるものとし、当社は、第二回優先株主

が取得の請求をした第二回優先株式を取得するのと引換えに、第二回優先株式１株につき下記に定める額の

金銭を当該第二回優先株主に対して交付するものとする。

　　第二回優先株式１株につき以下に定める額に、第二回累積未配当金相当額を加算した額とする。

320円(１株当たり払込金額の100％)
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８．優先順位

①剰余金の配当の額

　　第一回優先配当金及び第二回優先配当金の支払順位は、第二回優先配当金を第１順位とし、第一回優先配当金を

第２順位とする。

②残余財産の分配の優先順位

　　第一回優先株式及び第二回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、第一回優先株式に係る残余財産の分

配の支払いを第１順位とし、第二回優先株式に係る残余財産の分配の支払いを第２順位とする。

③取得請求権の優先順位

　　第一回優先株式に係る取得請求権の行使及び第二回優先株式に係る取得請求権の行使の双方がなされ、その取

得請求受付場所への到達が同時またはその先後が不明の場合は、第二回優先株式に係る取得請求権の行使が

先になされたものとみなす。

④用語

　　本項における第一回優先株式、第二回優先株式、第一回優先配当金及び第二回優先配当金の用語は、いすれも定

款第２章の２で定義される意味で用いられる。

　

４　第三回優先株式の内容は以下のとおりであります。
　 １．配当金

　①優先配当金の額

　　当社は、剰余金の配当(配当財産の種類を問わない。)をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載

又は記録された第三回優先株式を有する株主(以下、「第三回優先株主」という。)又は第三回優先株式の登録

株式質権者(以下、「第三回優先株式登録株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記

録された普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登

録株式質権者」という。)に先立ち、かつ第８項に定める支払順位に従い、第三回優先株式の払込金額(50,000

円)に対し、下記により事業年度毎に定められる第三回優先配当金配当年率に基づき、当該基準日が属する事

業年度の初日(平成20年３月31日に終了する事業年度にあっては平成19年６月１日。いずれにおいても当該日

を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、１ヶ月未満の期間につい

ては年365日の日割計算)により算出される額の配当(以下、「第三回優先配当金」という。)をする。計算の結

果が5,000円を超えるときは、第三回優先配当金の額は5,000円とする。ただし、すでに当該事業年度に属する

日を基準日として第三回優先株主又は第三回優先登録株式質権者に配当金(次号に定める第三回累積未配当

金に対する配当金を除く。)を支払ったときは、かかる配当金の累積額を控除する。

　　第三回優先配当金配当年率＝日本円TIBOR(６ヶ月物)＋１％

　　「日本円TIBOR(６ヶ月物)」は、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)の、午前11時

における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって

公表される数値とする。また、当該日において午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バン

ク・オファード・レートが公表されない場合は、同日(当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)ロンド

ン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるユーロ円６ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オ

ファード・レート(ユーロ円LIBOR６ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会によって公表される数値又は

これに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(６ヶ月物)に代えて用いるものとする。日本円TIBOR(６ヶ

月物)又はこれに代えて用いる数値は、％位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。

　②累積型

　　ある事業年度において第三回優先株主又は第三回優先登録株式質権者に支払われた配当金の合計額が上記①の

第三回優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に限り累積するものとする(以下、「第三

回累積未配当金」という。)。第三回累積未配当金は、普通株主に対する配当金に先立って支払われるものとす

るが、第一回優先株主及び第二回優先株主への累積未配当金には劣後する。 

　③非参加型

　　第三回優先株主又は第三回優先登録株式質権者に対しては、第三回優先配当金を越えて配当は行わない。
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２．残余財産の分配

　　第三回優先株主又は第三回優先登録株式質権者に対しては、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、かつ第

８項に定める支払順位に従い、第三回優先株式１株につき50,000円を優先して分配するものとし、これを越え

る部分については、普通株主又は普通登録株式質権者に全額分配される。

３．株主総会における議決権

　　第三回優先株主は、株式総会において議決権を有さない。

４．譲渡制限

　　第三回優先株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。

５．普通株式を対価とする取得請求権

　　第三回優先株主は、当社に対し、以下に定める取得請求期間中、以下に定める取得の条件で、その有する第三回優

先株式の全部又は一部につき、普通株式の交付を対価とする取得を請求することができる。ただし、本項に基

づく第三回優先株主による取得の請求(本項において、以下、「本件請求」という。)がなされた下記①に定め

る取得請求可能日において、剰余授権株式数(以下に定義される。)が請求対象普通株式総数(以下に定義され

る。)を下回る場合には、(ⅰ)本件請求に係る第三回優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式

総数で除して得られる数を乗じた数(小数第１位まで計算し、その小数第１位を切り捨てる。)の第三回優先株

式のみ、本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の効力が生じる第三回優先株式以外の本件請求に係る第

三回優先株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。なお、複数の本件請求がなされ、同時に到

達した場合、各本件請求に係る請求対象普通株式総数の総数が剰余授権株式数を上回る場合には、按分により

本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の効力が生じる第三回優先株式以外の本件請求に係る第三回優

先株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。複数の本件請求がなされ、その到達の先後不明

の場合は、同時に到達したものとみなす。

　　「剰余授権株式数」とは、以下のＡ及びＢのいずれか小さい数をいう。

　　Ａ：(Ⅰ)当該取得請求可能日における当社の発行可能種類株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該取得請求可能日における

発行普通株式の数、(ⅱ)当該取得請求可能日における発行済第一回優先株式の数、(ⅲ) 当該取得請求可

能日における発行済第二回優先株式の数、(ⅳ) 当該取得請求可能日における発行済第三回優先株式の

数、(ⅴ)新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。ただし、権利を行使することができる期間

の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者がその新株予約権の行使により取得することとな

る普通株式の数(それぞれ小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。)の総数を控除した数を

いう。

　　Ｂ：(Ⅰ)当該取得請求可能日における当社の普通株式の発行可能種類株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該取得請求可能

日における発行済普通株式の数、(ⅱ)新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。ただし、権利

を行使することができる期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者がその新株予約権の

行使により取得することとなる普通株式の数(それぞれ小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上

げる。)の総数を控除した数をいう。 

　　「請求対象普通株式総数」とは、第三回優先株主が当該取得請求可能日に取得を請求した第三回優先株式の払

込金額の総額を当該取得請求可能日における下記②に定める取得価額で除して得られる数(小数第１位まで

算出し、その小数第１位を切り上げる。)の総数をいう。

①取得請求期間

平成19年６月30日から平成22年６月30日までとする。取得請求期間に属する日を取得請求可能日という。

②取得の条件

当社は、本件請求に係る第三回優先株式を取得したときは、第三回優先株式１株につき下記(イ)乃至(ハ)

に定める取得価額に基づいて算定される数の当社の普通株式を交付する。

(イ)当初取得価額

332円

(ロ)取得価額の修正

取得価額は、第三回優先株主が当社に対し第三回優先株式の取得を請求した日(以下、「修正日」とい

う。)において、修正日における「時価」が、当該修正日の前日において有効な取得価額を下回る場合は、

当該時価に修正される(以下、「修正後取得価額」という。)。ただし、修正後取得価額が当初取得価額の

50％に相当する金額(円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下、「下限取得価

額」という。ただし、下記(ハ)により調整される。)を下回る場合には下限取得価額をもって修正後取得価

額とする。上記「時価」とは、当該修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引

所(当社の普通株式が同取引所に上場されていないときは株式会社大阪証券取引所)における当社の普通

株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。円位未満小数第１位ま

で算出し、その小数第１位を切り上げる。)とする。なお、取得価額の修正は、第三回優先株式の取得が請求

される毎に行われ、当該修正後取得価額は、当該修正日に取得請求がなされていない第三回優先株式につ

いては適用しないものとする。
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(ハ)取得価額の調整

(a)第三回優先株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調

整する。

(ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割

当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済

普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を

除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

　　調整後の取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。但し、分配可能額から資本に

組み入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役

会で決議する場合で、当該分配可能額の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式

分割のための基準日とする場合には、調整後取得価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、これ

を適用する。

(ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

(ⅲ)調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処

分する場合(無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新

株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(ⅲ)において同じ。)の取得による場合または普通

株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」とい

う。)により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払

込期間の最終日。以下本(a)において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定め

た場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有

する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分す

る当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する株式の数」は「処分前において当社が保有す

る普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

　
(発行済普通株式の数－当社が

＋
新たに発行する普通株式の数×１株当たり払込金額

調整後
＝
調整前

×
保有する普通株式の数) 調整前取得価額

取得価額 取得価額 (発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数)＋新たに発行する普通株式の数

　
　　ただし、本(ⅲ)による取得価額の調整は、第三回優先株式の発行済株式の総数の過半数を有する第三

回優先株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

(ⅳ)調整前の取得価額を下回る価額をもって、(ｘ)普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式、

新株予約権若しくはその他の証券又は当社に対して取得を請求できる株式、新株予約権若しくはそ

の他の証券を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含む。)又は、(ｙ)普通株式を目的とする

新株予約権の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権若しくはその他の証券又は当社に

対して取得を請求できる株式、新株予約権若しくはその他の証券を発行又は処分する場合(無償割

当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権若しくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合

は割当日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(a)において同じ。)に、また株主割当日がある場

合はその日に、発行又は処分される株式、新株予約権若しくはその他の証券の全てが当初の条件で

取得又は行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払

込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価

額は、払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日以降、また株主割当日がある

場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、本(ⅳ)による取得価額の調整は、第三回優先

株式の発行済株式の総数の過半数を有する第三回優先株主がかかる調整を不要とした場合には行

われない。

(ⅴ)行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式又は普通株式の交付と引換

えに取得される株式若しくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる新

株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての

場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約権

全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、

「１株当たり払込金額」として新株予約権の行使に際して出資される財産の１株当たり
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　　の価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権

の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日があ

る場合にはその翌日以降、これを適用する。ただし、本(ⅴ)による取得価額の調整は、当社又は子会

社の取締役、監査役若しくは従業員又は社外協力者に対するストック・オプションとして発行され

る普通株式には適用されないものとし、また、第三回優先株式の発行済株式の総数の過半数を有す

る第三回優先株主がかかる調整を不要とした場合にも行われない。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)ないし(ⅳ)のいずれかに該当する場合には、当社は第三回

優先株主及び第三回優先株式登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事

由、調整後の取得価額、適用日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。

(ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収

分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割

のために取得価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)前(ⅰ)のほか、普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更

又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(ⅲ)上記(a)の(ⅳ)に定める株式、新株予約権又はその他の証券につきその取得又は行使等により普通

株式が交付され得る期間が終了したとき。ただし、当該株式、新株予約権又はその他の証券全てにつ

き普通株式が交付された場合を除く。

(ⅳ)上記(a)の(ⅴ)に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。ただし、当該新株予約権全てにつき

行使請求が行われた場合を除く。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、特段の定めがない限り、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。

(d)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にと

どまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、その後取得価額の調整を必要とする事由が発

生し、取得価額を算出する場合には調整前取得価額はこの差額を差引いた額とする。

(e)取得価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、第三回優先株主又は第三回優先

登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用日及びその他の必要事項を

通知しなくてはならない。

(ニ)取得により交付すべき普通株式数

第三回優先株式の取得により交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

普通株式数 ＝
第三回優先株主が取得請求のために提出した第三回優先株式の払込金額の総額

取得価額

ただし、第三回優先株主が取得請求のために提出した第三回優先株式の払込金額の総額は、第三回優先

株式につき、株式分割、株式併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。取得によ

り交付すべき普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、会社法第

167条第３項に定める金銭による調整は行わない。

(ホ)取得請求受付場所

大阪市北区堂島浜一丁目１番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部 

(ヘ)取得の効力発生

取得の効力は、取得請求書および取得請求に係る第三回優先株式の株券が上記(ホ)に記載する取得請

求受付場所に到着した時に発生する。ただし、第三回優先株式の株券が発行されないときは、株券の提

出を要しない。

６．普通株式を対価とする一斉取得条項

①当社は、第５項①に定める取得請求期間中に取得請求のなかった第三回優先株式の全部又は一部を、取得請

求期間末日の翌日以降の日で取締役会の決議で定める日(以下、「一斉取得日」という。)が到来することを

もって、取得することができる。この場合においては、当社は、当該取得に関する決議をする取締役会開催日

(以下、「決議日」という。)における剰余授権株式数(以下に定義される。)の範囲内において、以下の定めに

より第三回優先株主に交付する普通株式の総数が最大となるように、取得する第三回優先株式の数を定め

るものとする。 

当社は、第三回優先株式の取得の対価として、取得する第三回優先株式の払込金額の総額を取得価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。この場合における取得価額は、一斉取得日を第５項②(ロ)に定める修

正日とみなし、第５項②(ロ)に従って算出する。前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が

生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取扱う。

当社は、第三回優先株式の一部を取得するものとするときは、決議日の前日の最終の株主名簿に記載又は記

録された第三回優先株主の保有株式数に応じ、当社が取得する総数を各第三回優先株主に比例配分する方

法により、各第三回優先株主からの取得数(小数第１位まで計算し、その小数第１位を切り捨てる。)を
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　定めるものとする。

　「剰余授権株式数」については、第５項の定めを準用する。この場合において、「当該取得請求可能日」と

あるのは「当該決議日」と読み替える。

②当社は、一斉取得日以降も第三回優先株式(当社が保有するものを除く。)が存在する場合には、当該第三回

優先株式の全部又は一部を、一斉取得日以降の日で取締役会の決議で定める日(以下、「追加一斉取得日」

という。)が到来することをもって、取得することができる。追加一斉取得日において取得する第三回優先株

式の数及び取得の対価につき、①を準用する。

７．現金を対価とする取得請求権

　　第三回優先株主は、第６項①の一斉取得日の翌日から平成24年６月30日までの間、その保有する第三回優先株式

の全部又は一部について、当社に対してその取得を請求することができるものとし、当社は、第三回優先株主

が取得の請求をした第三回優先株式を取得するのと引換えに、第三回優先株式１株につき下記に定める額の

金銭を当該第三回優先株主に対して交付するものとする。

　　第三回優先株式１株につき以下に定める額に、第三回累積未配当金相当額を加算した額とする。

50,000円(１株当たり払込金額の100％)

８．優先順位

①剰余金の配当の額

　　第一回優先配当金、第二回優先配当金および第三回優先配当金の支払順位は、第二回優先配当金を第１順位、第

一回優先配当金を第２順位とし、第三回優先配当金を第３順位とする。

②残余財産の分配の優先順位

　　第一回優先株式、第二回優先株式および第三回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、第一回優先株式に

係る残余財産の分配の支払いを第１順位、第二回優先株式に係る残余財産の分配の支払いを第２順位とし、第

三回優先株式に係る残余財産の分配の支払いを第３順位とする。

③取得請求権の優先順位

　　第一回優先株式に係る取得請求権の行使、第二回優先株式に係る取得請求権の行使及び第三回優先株式に係る

取得請求権の行使の各々がなされ、その取得請求受付場所への到達が同時又はその先後が不明な場合は、上記

①記載の順位と同様に、かかる取得請求権の行使がなされたものとみなす。

④用語

　　本項における第一回優先株式、第二回優先株式および第三回優先株式、第一回優先配当金、第二回優先配当金お

よび第三回優先配当金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

ストックオプションとして発行する新株予約権につきましては、付与がなされておりませんので記載

を省略いたします。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成16年１月16日
（注)１

― ― △2,958,889328,765△2,633,40382,191

平成16年１月21日
（注)２

5,000,00030,559,400500,000828,765500,000582,191

平成18年12月26日
（注)３

△19,169,55011,389,850 ― 828,765 ― 582,191

平成18年12月27日
（注)４

11,000,00022,389,850220,0001,048,765220,000802,191

平成18年12月27日
（注)５

12,312,50034,702,3501,970,0003,018,7651,970,0002,772,191

平成19年６月28日
 (注)６

― 34,702,350△2,268,765750,000△2,568,233203,957

平成19年６月29日
 (注)７

10,00034,712,350250,0001,000,000250,000453,957

(注) １　平成15年12月12日開催の臨時株主総会決議に基づく欠損填補のための資本の減少及び資本準備金の減少による

ものであります。

　　 ２　第一回優先株式の第三者割当(発行価額200円、資本組入額100円)によるものであります。

　　 ３　株式併合(普通株式４株を１株に併合)によるものであります。

　 　４　普通株式の第三者割当(発行価額40円、資本組入額20円)によるものであります。

　　 ５　第二回優先株式の第三者割当(発行価額320円、資本組入額160円)によるものであります。

　　 ６　平成19年６月28日開催の定時株主総会および種類株主総会の決議に基づく欠損填補のための資本金および資本準

備金の額の減少によるものであります。

　　 ７　第三回優先株式の第三者割当（発行価格50,000円、資本組入額25,000円）によるものであります。

　

(5) 【所有者別状況】

①普通株式
平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数50株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 20 33 54 27 5 5,3615,500 ―

所有株式数
(単元)

― 14,0372,54328,4141,802 64 300,540347,40019,850

所有株式数
の割合(％)

― 4.04 0.73 8.18 0.52 0.02 86.51100.00 ―

(注) １　自己株式15,781株は、「個人その他」の欄に315単元、「単元未満株式の状況」の欄に31株含まれております。
２　上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が415単元含まれております。

　

②第一回優先株式
平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数50株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 1 ― ― ― ― ― 1 ―

所有株式数
(単元)

― 100,000 ― ― ― ― ― 100,000 ―

所有株式数
の割合(％)

― 100.00 ― ― ― ― ― 100.00 ―
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③第二回優先株式
平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数50株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― ― ― ― ― ― 1 1 ―

所有株式数
(単元)

― ― ― ― ― ― 246,250246,250 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ― 100.00100.00 ―

　

④第三回優先株式
平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数50株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― ― ― ― ― ― 1 1 ―

所有株式数
(単元)

― ― ― ― ― ― 200 200 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ― 100.00100.00 ―

　

(6) 【大株主の状況】

①普通株式
平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

ジャパン・リカバリー・
ファンドⅢ 業務執行組合員
フェニックス・キャピタル
株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目２－１ 11,000 63.26

双日株式会社 東京都港区赤坂６丁目１－20 730 4.20

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 296 1.71

関西ペイント株式会社 大阪市中央区伏見町４丁目３－６ 127 0.73

株式会社ミック 名古屋市南区元塩町３丁目18 103 0.59

新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６－３ 100 0.58

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 76 0.44

北神鉄工株式会社 神戸市北区道場町塩田1988－３ 62 0.36

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社 (信託口)

東京都港区浜松町２丁目11－３ 57 0.33

日新火災海上保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台２丁目３ 54 0.31

計 ― 12,607 72.50

(注)  日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有している上記の所有株式数は全て信託業務に係る株式でありま

す。
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②第一回優先株式

平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 5,000 100.00

計 ― 5,000 100.00

　

③第二回優先株式

平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

ジャパン・リカバリー・　　　
ファンドⅢ　業務執行組合員
フェニックス・キャピタル
株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目２－１ 12,312 100.00

計 ― 12,312 100.00

　

④第三回優先株式
平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

ジャパン・リカバリー・
ファンドⅢ　業務執行組合員
フェニックス・キャピタル
株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目２－１ 10 100.00

計 ― 10 100.00
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

第一回優先株式 5,000,000

第二回優先株式

第三回優先株式

12,312,500

10,000

―

１「株式等の状況」の
（1）「株式の総数等」の
②「発行済株式」の注記
参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 15,750
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 17,354,250 347,085 ―

単元未満株式 普通株式 19,850 ― １単元(50株)未満の株式

発行済株式総数

普通株式 17,389,850

第一回優先株式 5,000,000

第二回優先株式

第三回優先株式

12,312,500

10,000

― ―

総株主の議決権 ― 347,085 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が20,750株(議決権415個)含ま

れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式31株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
日本橋梁株式会社

大阪市北区西天満６丁目
７番２号

15,750 ― 15,750 0.09

計 ― 15,750 ― 15,750 0.09
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

　　当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

　　当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規程に基づき、平成19年５月31日の取締役会

　にて決議し、平成19年６月28日開催の定時株主総会にてご承認いただいたものであります。

　　当該制度の内容は以下のとおりであります。

(当社取締役及び当社監査役に対する新株予約権の発行)

決議年月日 平成19年６月28日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名
当社監査役１名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 10,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) ―

新株予約権の行使期間 新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より３年以内とする。

新株予約権の行使の条件 新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するもの
とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―

(注)　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整する。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行わ

れ、調整の結果生ずる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　

(当社の関係会社の取締役、当社及び当社の関係会社の従業員に対する新株予約権の発行)

決議年月日 平成19年６月28日

付与対象者の区分 当社の関係会社の取締役、当社及び当社の関係会社の従業員

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 100,000

新株予約権の行使時の払込金額 ―

新株予約権の行使期間 新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より３年以内とする。

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社関係会社の取締役または
当社もしくは当社関係会社の従業員の地位にあることを要する。ただ
し、当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合、または当社
もしくは当社関係会社の従業員を定年退職その他正当な理由のある場
合はこの限りではない。
②その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者と
の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―

(注)　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整する。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行わ

れ、調整の結果生ずる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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２ 【自己株式の取得等の状況】

   【株式の種類等】　会社法第155条第７号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　　　 該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　　　 該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 877 270

当期間における取得自己株式 79 18

(注)　当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ

る株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 15,781 ― 15,860 ―

(注)　当期間における保有自己株式には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ

る株式数は含めておりません。
　
３ 【配当政策】

当社は、株主各位に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけ、安定した利益配当を継続して実施す

ることを基本方針としております。

　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機

関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

　なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第137期 第138期 第139期 第140期 第141期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 123 191 207 563 432

最低(円) 35 89 120 71 166

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高(円) 298 309 248 330 324 265

最低(円) 275 209 205 166 205 210

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

― 松　田　　　彰 昭和22年６月15日生

昭和45年４月 当社入社

(注)3 7

平成９年６月 当社橋梁本部大阪営業部長

 〃 12年６月 当社理事橋梁本部大阪営業部長

 〃 13年４月 当社理事営業本部副本部長

大阪営業部長

 〃 13年６月 当社取締役営業本部長

 〃 15年６月 当社常務取締役営業本部長、東京

本社担当

 〃 18年６月

 〃 18年12月

当社専務取締役営業本部長、東京

本社担当

当社代表取締役社長 (現)

取締役
副社長

企画管理本部
・技術本部・
播磨工場管掌
監査室担当

山　本　博　志 昭和22年５月９日生

昭和46年４月 伊藤忠商事株式会社入社

(注)3 ―

平成13年７月 日本べーレー株式会社代表取締役

副社長、ＣＯＯ

 〃 14年７月 同社代表取締役社長、ＣＥＯ

 〃 19年１月 当社顧問

フェニックス・キャピタル株式会

社　顧問 (現)

 〃 19年６月 当社取締役副社長、企画管理本部

・技術本部・播磨工場管掌、監査

室担当（現）

取締役
技術本部長
兼安全衛生
担当

福　神　正　俊 昭和23年８月８日生

昭和44年４月 当社入社

(注)3 3

平成13年４月 当社生産施工本部工事部長

 〃 15年１月 当社理事生産施工本部工事部長

 〃 15年４月 当社理事生産施工本部副本部長

 〃 15年６月 当社取締役生産施工副本部長、工

事部担当

 〃 16年４月 当社取締役施工本部長

 〃 17年４月 当社取締役施工本部長、安全衛生

担当

 〃 18年６月 当社取締役技術本部長兼施工本部

長、品質保証担当 安全衛生担当

 〃 18年11月 当社取締役技術本部長兼安全衛生

担当（現）

取締役
播磨工場長
兼品質保証
担当

毛　利　良　介 昭和28年３月４日生

昭和63年９月 当社入社

(注)3 2

 〃 13年６月 当社生産施工本部製造部長

 〃 15年11月 当社生産施工本部製造部長、西脇

工場長

 〃 17年４月 当社理事生産本部長、播磨工場長

 〃 17年６月 当社取締役生産本部長、播磨工場

長

 〃 18年11月 当社取締役播磨工場長兼品質保証

担当　(現)

取締役
企画管理本部長
東京本社担当

坂　下　清　信 昭和33年９月11日生

昭和57年４月 当社入社

(注)3 1

平成15年１月 当社管理本部社長室長

 〃 16年４月 当社管理本部管理部長

 〃 17年４月 当社監査室長、管理本部管理部長

 〃 18年６月 当社取締役管理本部長、監査室担

当兼監査室長、管理本部管理部長

 〃 18年11月 当社取締役企画管理本部長、監査

室担当兼監査室長

 〃 18年12月 当社取締役企画管理本部長、東京

本社担当 監査室担当兼監査室長

 〃 19年６月 当社取締役企画管理本部長、東京

本社担当 (現)

取締役 ― 高　橋　信　之 昭和41年４月29日生

平成２年４月 山一證券株式会社入社

(注)3 ―

 〃 10年２月 A.T.カーニー株式会社入社

 〃 15年６月 株式会社産業再生機構入社

 〃 18年９月 フェニックス・キャピタル株式会

社入社

 〃 18年11月 当社取締役 (現）

 〃 20年４月 フェニックス・キャピタル株式会

社  マネージングディレクター

(現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役 ― 遠　藤　　　港 昭和23年２月27日生

昭和45年４月 当社入社

(注)4 4

平成５年４月 当社橋梁本部大阪設計部長

 〃 10年４月 当社生産管理部長

 〃 12年６月 当社理事橋梁本部生産管理部長

 〃 13年４月 当社理事生産施工本部副本部長

播磨工場長、千葉工場長、西脇工場

長

 〃 13年６月 当社取締役生産施工本部長

 〃 15年１月 当社取締役生産施工本部長、安全

衛生担当、技術研究所・資材室・

技術部担当

 〃 16年４月 当社取締役生産本部長、安全衛生

担当、播磨工場長

 〃 17年４月 当社取締役技術本部長、品質保証

・資材担当

 〃 18年６月 当社監査役 (現)

監査役 ― 宮　口　勝　治 昭和18年７月10日生

昭和41年４月 ㈱三和銀行入行

(注)4 0

(現㈱三菱東京UFJ銀行)

 〃 59年10月 同行羽衣支店長

平成６年２月 三信㈱取締役

 〃 15年10月 三信東栄㈱専務取締役

 〃 16年６月 当社監査役 (現)

監査役 ― 平　井　利　明 昭和37年10月23日生

平成３年４月 弁護士登録

(注)4 ―

中村・平井・田邊法律事務所入所

平成16年４月 立命館大学法務研究科(法科大学

院）教授

 〃 18年６月 当社監査役 (現)

計 20

(注) １　取締役 高橋 信之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。　

２　監査役 宮口 勝治、平井 利明は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

４　監査役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

５　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１

名を選任しております。

　

　

　　補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数　　　

(千株)

山　崎　　宏 昭和７年11月１日生

昭和28年４月 大阪国税局入局

(注)2 ―

平成２年７月 北税務署長

 〃 ３年７月 同署退職

 〃 ３年10月 税理士登録

山崎宏税理士事務所開業 (現)

(注) １　山崎　宏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を充足しております。　

２　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、厳しさが増す経営環境において、「企業価値を高める」という経営の基本方針に従い、コーポ

レートガバナンスの充実に向けた取り組みを進めています。

　その過程として、迅速な意思決定と効率的な組織運営を図るため、取締役会ならびに監査役会を軸とし

た経営管理体制を構築しています。さらに、経営における透明性を確保するため、監査役監査および内部

監査による監視体制の強化を図っています。

　また、コンプライアンスを経営の重要課題と位置付け、「コンプライアンス相談窓口」の設置、「社内通

報制度」の整備、法令遵守についての「社内研修制度」の整備を実施し、特に不当な取引制限行為に違反

した取締役に対しては、社内処分審議委員会の答申をもって取締役会で処分を決定することを社内規程

で制定するなど、不正を容認しない企業風土の醸成に向けた取り組みを行っております。

　

(2) 会社の機関の内容及びコーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 会社の機関の基本説明

当社は監査役制度を採用しており、監査役制度による監査役会は、社外監査役２名（提出日現在の社外

監査役は２名であります。）を含め監査役３名（提出日現在の監査役は３名であります。）で構成してお

ります。監査役は、取締役会や経営委員会以外の社内の重要会議等へも出席し、取締役の業務執行及び法

令等の遵守状況など経営全般にわたる監査を実施しております。

取締役会は、社外取締役１名(提出日現在の社外取締役は１名であります。)を含め取締役６名（提出日

現在の取締役は６名であります。）で構成しており、経営戦略や中期経営計画等の経営上の意思決定に対

し、月１回の定例取締役会に加え、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。さらに、経営課

題の具体的な施策の方針などにつきましては、月１回以上、必要に応じて取締役を中心とした経営委員会

を開催し、経営環境の変化に迅速に対応することとしています。そして、これらの取締役会・経営委員会

では、常に企業活動の適法性や社会的妥当性について、各取締役が各々の判断で意見を述べることができ

るよう独立性を確保した運営を行っております。

監査室は、監査室長１名を含め室員１名(提出日現在の監査室室員は１名であります。）で構成してお

り、「内部監査実施要領」に従い、内部監査業務を行っております。また、コンプライアンス相談窓口の機

能を有し、コンプライアンスに関する業務を行っております。
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② 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりでありす。

　

③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社は、コンプライアンス体制の確立に向け下記事項の整備・確立に邁進しております。

・企業行動憲章制定(平成17年７月11日付　経団連の「企業行動憲章」に準拠)

・社員行動規範制定(平成17年７月26日付　企業行動憲章の各章に対応し、その内容を拡充したもの)

・コンプライアンス相談窓口及びその権限の明確化

社員行動規範にコンプライアンス相談窓口を「監査室」に置く旨明確化。また、監査室の権限とし

て、「業務分掌規程」に「コンプライアンスに関する業務(社員研修を含む)」「独占禁止法違反行

為に係る通報制度の社内窓口業務」を、「権限規定」に「コンプライアンス研修の計画」を明示。

・社内通報制度の整備

「独占禁止法違反行為等に係る通報者に対する免責等実効性のある社内通報制度に対する規程」を

施行し、通報者による権利保護を明確化。

・社内研修制度の整備

定期的な社内研修を実施することにより、コンプライアンスの重要性について役職員間にて共有す

る体制を確立。

・「独占禁止法遵守マニュアル」、「独占禁止法違反行為に関与した従業員に対する処分に対する規

程」及び「独占禁止法違反行為に関与した役員に対する処分に関する規程」の整備

④ 内部監査及び監査役監査の状況

当社は、コーポレート・ガバナンス上の内部統制システムを有効に保つため、内部監査員12名(提出日

現在の内部監査員は12名であります。)による内部監査を実施しております。内部監査員は、年に１度全社

レベルの監査を行い、監査結果を経営者に報告しております。
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一方、監査役は株主の負託を受けた独立の機関として、当社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信

頼に応える良質なコーポレート・ガバナンス体制を確保するため、監査役監査を実施しております。その

一助として内部監査員による監査結果の報告を求めることにより監査の効率化を図っております。また、

監査役は、会計監査人と緊密に連絡し、協調することにより、会計監査人に対し、監査役が信頼できるに足

る監査を行うように要求し、かつ調査しております。

なお、内部統制システムの一環として、内部監査を担当する監査室を平成17年４月１日付で設置しまし

た。監査室は内部統制強化のため、監査役会と相互に連携しております。

⑤ 会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査にあずさ監査法人を選任し

ております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害

関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超

えて関与することのないよう措置をとっております。

当期における監査体制につきましては、以下のとおりであります。

　　業務を執行した公認会計士の氏名（継続監査年数）

　　　指定社員　業務執行社員　米林　　彰　（６年）

　　　指定社員　業務執行社員　宮林　利朗　（３年）

　　監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士　５名　　会計士補　５名　　その他　５名

⑥ 役員報酬の内容

 取締役及び監査役に支払った報酬

　　　取締役　６名　　21,970千円（うち社外取締役１名　　 ―千円）

　　　監査役　３名　　12,526千円（うち社外監査役２名　5,980千円）

 （注） 取締役への支給金額には使用人としての報酬額19,800千円があり、上記の支給額には含まれておりませ

ん。

⑦ 監査報酬の内容

当期における監査法人に対する監査報酬

　　公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　20,000千円

　　上記以外の業務に基づく報酬　3,000千円　

 （注） 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項に規定する業務以外の業務(非監査業務)である

「財務報告に係る内部統制に関するアドバイザリー業務」を委託しました。

⑧ 顧問弁護士

当社は、商事法や労働法等を担当する複数の弁護士と顧問契約を締結しており、社内のコンプライアン

ス体制の徹底を図るため、法律上の判断について必要に応じ相談・意見交換を行ってまいります。

　

(3) リスク管理体制の整備の状況

① 経営に重大な損失を与えるおそれのある危険(リスク)に対応するため、「リスク管理規程」を制定

し、リスクの発生を未然に防止するための手続き、リスクの管理、発生したリスクへの対応方法、是正手

段等についての体制を構築しております。

② 「リスク管理規程」の運用状況を確認するため、各業務執行ラインの代表者を責任者とする横断的組

織を設置し、その実効性を確保しております。
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(4) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概

要

社外取締役である高橋信之氏はフェニックス・キャピタル株式会社(当社の大株主である民法上の組

合ジャパン・リカバリー・ファンドⅢの業務執行組合員)の従業員であります。

社外監査役につきましては、当該社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

　

(5) 取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規程により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含

む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨定款に定

めております。

　

(6) 社外取締役の責任限定

当社は、会社法第427条第１項の規程により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責

任を、法令の限度において限定することができる旨定款に定めております。

　

(7) 取締役の員数

当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。

　

(8) 取締役の選任要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

　

(9) 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引により自己の株式を

取得することができる旨定款に定めております。

　

(10)株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会を円滑に運営するため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件につ

いて、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の

３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、第140期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に

基づき、第141期事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に

基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31

日まで)の連結財務諸表及び第140期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の財務諸表に

ついて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日か

ら平成20年３月31日まで)の連結財務諸表及び第141期事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日

まで)の財務諸表について、あずさ監査法人による監査を受けております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 (※２) 1,351,598 1,816,750

　２　受取手形及び売掛金 3,577,891 3,146,822

　３　たな卸資産 483,224 481,150

　４　前払費用 61,344 43,653

　５　その他 201,274 31,625

　６　貸倒引当金 △ 450 ―

　　 流動資産合計 5,674,88354.0 5,520,00254.4

Ⅱ　固定資産

　１ 有形固定資産
(※１)
(※２)

　　(1)　建物及び構築物 1,162,994 1,117,132

　　(2)　機械装置及び運搬具 597,467 635,982

　　(3)　土地 2,148,032 2,114,532

　　(4)　建設仮勘定 13,330 ―

　　(5)　その他 20,791 27,418

　　　　　有形固定資産合計 3,942,614 3,895,066

　２ 無形固定資産 3,536 5,590

　３ 投資その他の資産

　　(1)　投資有価証券 (※２) 173,384 160,341

　　(2)　長期貸付金 ― 800

　　(3)　長期前払費用 5,181 8,066

　　(4)　投資不動産
(※１)
(※２)

341,009 327,830

　　(5)　その他 443,184 281,454

　　(6)　貸倒引当金 △ 73,111 △ 50,463

　　　　　投資その他の
　　　　　資産合計

889,648 728,029

　　 固定資産合計 4,835,79946.0 4,628,68545.6

　　　資産合計 10,510,683100.0 10,148,688100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 (※２) 1,774,422 1,161,507

　２　短期借入金 (※２) 1,594,900 1,094,900

　３　一年内返済の
　　　長期借入金

(※２) 2,510,062 3,084,669

　４　未払金 856,366 754,212

　５　未払法人税等 28,952 13,680

　６　未払費用 21,658 68,322

　７　賞与引当金 52,578 47,700

　８  工事損失引当金 677,145 55,823

　９　前受金 458,672 1,352,843

　10　設備支払手形 ― 13,070

　11　その他 23,479 12,860

　　 流動負債合計 7,998,23776.1 7,659,58875.5

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 (※２) 1,104,094 423,671

　２　長期設備未払金 3,252 1,906

　３　繰延税金負債 5,191 775

　４　リース資産減損勘定 19,895 10,531

　５　退職給付引当金 355,613 276,464

　　 固定負債合計 1,488,04714.2 713,3497.0

　　　負債合計 9,486,28590.3 8,372,93882.5

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 3,018,76528.7 1,000,0009.9

　２　資本剰余金 4,661,57644.4 453,9574.5

　３　利益剰余金 △ 6,657,695△63.3 326,8343.2

　４　自己株式 △ 5,905△0.1 △6,175△0.1

　　　株主資本合計 1,016,7409.7 1,774,61617.5

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　その他有価証券
　　　評価差額金

7,6580.0 1,1330.0

　　　評価・換算差額等合計 7,6580.0 1,1330.0

　　　純資産合計 1,024,3989.7 1,775,74917.5

　　　負債純資産合計 10,510,683100.0 10,148,688100.0
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② 【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 6,527,339100.0 7,957,721100.0

Ⅱ　売上原価 (※１) 8,258,922126.5 7,287,20591.6

　　　売上総利益
　　　又は売上総損失(△)

△ 1,731,582△26.5 670,5168.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　役員報酬 45,096 34,896

　２　従業員給料手当 249,700 168,318

　３　賞与引当金繰入額 9,952 10,000

　４　退職給付費用 18,178 10,311

　５　法定福利費 35,632 28,021

　６　福利厚生費 24,534 13,958

　７　減価償却費 4,929 2,485

　８　不動産賃借料 59,380 37,980

　９　修繕費 7,260 4,524

　10　租税公課 22,609 8,152

　11　旅費交通費 43,301 36,348

　12　通信費 10,163 6,982

　13　事務用品費 7,749 5,222

　14　交際費 7,462 4,323

　15　広告宣伝費 123 68

　16　会議費・諸会費 14,982 10,645

　17　貸倒引当金繰入額 480 ―

　18　雑費 (※１) 111,822673,35810.3 99,009481,2506.0

　　　営業利益
　　　又は営業損失(△)

△2,404,940△36.8 189,2662.4

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 448 50

　２　受取配当金 11,335 1,664

　３　賃貸収入 52,854 51,686

　４　雑収入 23,153 87,7921.3 24,938 78,3391.0

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 276,746 133,013

　２　賃貸原価 17,628 14,332

　３　株式交付費 47,317 4,488

　４　雑支出 7,561 349,2535.3 5,326 157,1612.0

　　　経常利益
　　　又は経常損失(△)

△2,666,401△40.8 110,4431.4
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　　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　債務免除益 4,388,700 ―

　２　固定資産売却益 (※２) 5,520 33,476

　３　投資有価証券売却益 64,310 ―

　４　会員権売却益 11,486 ―

　５　貸倒引当金戻入益 17,683 6

　６　支払補償金戻入益 8,048 ―

  ７　過去勤務債務処理額 ― 146,325

　８　その他 914 4,496,66368.9 34 179,8432.3

Ⅶ　特別損失

　１　減損損失 (※３) 5,300,139 ―

　２　固定資産処分損 (※４) 22,113 3,316

　３　独占禁止法違反に
　　　係る損失

537,329 10,442

　４　事業再生費用 216,171 ―

　５　会員権売却損 5,095 ―

　６　投資有価証券売却損 ― 603

　７　退職給付費用 (※５) 274,4776,355,32697.4 ― 14,3610.2

　　 税金等調整前当期純利益
　　 又は当期純損失(△)

△4,525,065△69.3 275,9243.5

　　 法人税、住民税
　　 及び事業税

19,811 17,778

　　 法人税等調整額 416 20,2270.3 ― 17,7780.2

　　 当期純利益
　　 又は当期純損失(△)

△4,545,292△69.6 258,1463.3
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 828,765 2,471,5761,235,780 △4,314 4,531,808

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 2,190,0002,190,000 4,380,000

　当期純損失 △ 4,545,292 △ 4,545,292

　自己株式の取得 △ 1,591 △ 1,591

　土地再評価差額金取崩 △ 3,348,184 △ 3,348,184

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

―

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

2,190,0002,190,000△ 7,893,476△ 1,591△ 3,515,068

平成19年３月31日残高(千円) 3,018,7654,661,576△ 6,657,695△ 5,905 1,016,740

　

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 79,947 △3,348,184△3,268,2371,263,571

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 ― 4,380,000

　当期純損失 ― △ 4,545,292

　自己株式の取得 ― △ 1,591

　土地再評価差額金取崩 3,348,1843,348,184 ―

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

△ 72,288 △ 72,288 △ 72,288

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△ 72,288 3,348,1843,275,895△ 239,173

平成19年３月31日残高(千円) 7,658 ― 7,658 1,024,398
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 3,018,7654,661,576△ 6,657,695△ 5,905 1,016,740

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 250,000 250,000 500,000

　当期純利益 258,146 258,146

　自己株式の取得 △ 270 △ 270

　欠損填補による資本剰余金取崩 △ 6,726,3846,726,384 ―

　減資 △2,268,7652,268,765 ―

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

―

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△ 2,018,765△ 4,207,6186,984,530 △ 270 757,876

平成20年３月31日残高(千円) 1,000,000 453,957 326,834 △ 6,175 1,774,616

　

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 7,658 7,658 1,024,398

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 ― 500,000

　当期純利益 ― 258,146

　自己株式の取得 ― △270

　欠損填補による資本剰余金取崩 ― ―

　減資 ― ―

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

△6,524 △6,524 △6,524

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△6,524 △6,524 751,351

平成20年３月31日残高(千円) 1,133 1,133 1,775,749
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動による
　　キャッシュ・フロー
　１　税金等調整前当期純利益
      又は純損失(△)

△ 4,525,065 275,924

　２　減価償却費 218,171 108,894
　３　債務免除益 △ 4,388,700 ―
　４　減損損失 5,300,139 ―
　５　貸倒引当金の増減額(減少:△) △ 17,203 10
　６　賞与引当金の減少額 △ 30,723 △4,878
　７　退職給付引当金の減少額 △ 41,971 △152,189
　８　工事損失引当金の増減額(減少:△) 639,226 △621,321
　９　受取利息及び受取配当金 △ 11,784 △1,714
　10　支払利息 276,746 133,013
　11　株式交付費 47,317 4,488
　12　固定資産処分損 22,113 3,316
　13　固定資産売却益 △ 5,520 △33,476
　14　投資有価証券売却益 △ 64,310 ―
　15　投資有価証券売却損 ― 603
　16　会員権売却益 △ 11,486 ―
　17　会員権売却損 5,095 ―
　18　売上債権の減少額 1,342,235 1,324,789
　19　たな卸資産の増減額(増加:△) △ 249,683 2,074
　20　仕入債務の増減額(減少:△) 88,147 △612,915
　21　未収消費税等の増減額(増加:△) △ 176,184 176,184
　22　未払消費税等の増減額(減少:△) △ 47,592 44,247
　23　その他流動資産の減少額 14,461 22,645
　24　その他流動負債の減少額 △ 67,618 △49,696
　25　その他 △ 209,505 179,404
　　　　小計 △ 1,893,693 799,404
　26　利息及び配当金の受取額 11,510 1,714
　27　利息の支払額 △ 257,979 △137,008
　28　法人税等の支払額 △ 22,400 △19,107
　　　営業活動による
　　　キャッシュ・フロー

△ 2,162,562 645,002

Ⅱ　投資活動による
　　キャッシュ・フロー
　１　有形固定資産の取得による支出 △ 99,088 △130,623
　２　有形固定資産の売却による収入 130,551 66,976
　３　投資有価証券の売却による収入 157,745 1,500
　４　会員権の売却による収入 41,900 ―
　５　貸付けによる支出 ― △10,888
　６　貸付金の回収による収入 15,242 ―
　７　その他 63,321 3,759
　　　投資活動による
　　　キャッシュ・フロー

309,673 △69,275

Ⅲ　財務活動による
　　キャッシュ・フロー
　１　短期借入れの純増減額 1,465,000 △500,000
　２　長期借入金の返済による支出 △ 669,351 △105,816
　３　新株の発行による収入 1,452,682 495,511
　４　その他 △ 1,591 △270
　　　財務活動による
　　　キャッシュ・フロー

2,246,739 △110,574

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 393,850 465,151
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 957,747 1,351,598
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,351,598 1,816,750
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当社グループのコア事業である橋梁事業(橋梁の設計

・製作・架設)は、近年の公共工事予算削減の影響により

国内橋梁発注量が逓減傾向にあることに加え、いわゆる

橋梁談合事件後の受注競争により、厳しい状況が続いて

おります。かかる状況において、当社グループは、強固な

収益体質の確立と、財務体質の抜本的な改善を図るため

には有利子負債を削減することが不可避であると判断

し、平成18年８月４日に「私的整理に関するガイドライ

ン」に基づき、金融支援を含む「事業再生計画」を策定

し、同10月５日に全対象債権者から「事業再生計画同意

書」のご提出を頂きました。また同12月27日には、「ジャ

パン・リカバリー・ファンドⅢ」に対して、第三者割当

による普通株式および優先株式の発行を完了しました。

この結果として、当社グループはいわゆる債務超過の状

態から脱し、現在はグループ一丸となって「事業再生計

画」を推進しております。しかしながら、当連結会計年度

におきましては26億６千６百万円の経常損失となり、

「事業再生計画」における収益計画を大幅に下回る結果

となりました。

　当該状況により、当社グループには継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。

　当社グループは、当該状況を解消するため、財務基盤の

強化に向けて、新たに優先株の発行によって資本増強を

図るとともに、引き続き金融機関に運転資金等の協力を

頂きながら、役員報酬の削減等のコスト削減や収益管理

体制の強化、並びに下記施策を講じることで事業計画の

履行を目指す所存であります。また、国土交通省から平成

18年12月８日に発表された「緊急公共工事品質確保対策

について」によって受注環境の変化が予想されますが、

こうした環境変化にも的確に対応し、受注競争を勝ち抜

くための社内体制の構築にも着手しております。今後、当

社グループは、これら諸施策の実行により収益力を強化

することで早期の黒字転換を確実にする所存でありま

す。

　なお、資本増強につきましては、（重要な後発事象）に

記載いたしましたとおり、平成19年６月28日開催の定時

株主総会及び種類株主総会において、①資本金及び資本

準備金の減少について、②第三者割当による優先株式の

発行について決議いたしました。

　従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸

表には反映しておりません。

当社グループのコア事業である橋梁事業（橋梁の設計

・製作・架設）は、近年の公共工事予算削減の影響によ

り発注量が逓減傾向にあることに加え、いわゆる橋梁談

合事件後の受注競争により、厳しい状況が続いており、

前々連結会計年度から２期連続の大幅な経常損失となり

ました。これに対し、当連結会計年度は、経常利益１億１

千万円、当期純利益２億５千８百万円を計上しましたが、

この経常利益の水準は十分とは言えず、平成18年10月５

日に策定しました「私的整理に関するガイドライン」に

基づく「事業再生計画」における収益計画を下回る結果

となっております。

　当該状況により、当社グループには継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。

　かかる状況において、当社グループは今後の事業継続に

向け、当該「事業再生計画」に基づき、金融支援等により

財務体質の抜本的な改善を図るとともに、資本構成を是

正し今後の柔軟な資本政策の展開を可能とするため、平

成19年６月28日に資本金及び資本準備金の減少並びに剰

余金の処分を実施し、累積損失を一掃いたしました。さら

に、前述のような事業環境の変化に的確に対応できる経

営基盤を構築し、生産性改善や受注力強化等の諸施策の

推進に向けた早期の資本増強を図ることを目的として、

同年６月29日にフェニックス・キャピタル株式会社が業

務執行組合員である民法上の組合「ジャパン・リカバ

リー・ファンドⅢ」に対して、５億円の優先株式の発行

による第三者割当増資を実施しました。

　現在、当社グループは強固な収益体質の確立に向け、当

該「事業再生計画」を鋭意実行中で、引き続き金融機関

に運転資金等の協力を頂きながら本計画を着実に推進す

るとともに、役員報酬の削減や一層の合理化等のコスト

削減を継続しております。

　従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸

表には反映しておりません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 子会社２社はすべて連結されておりま
す。
連結子会社の数　　　　２社
連結子会社の名前
　日本橋梁エンジニアリング（株）
　日橋興業（株）

子会社１社はすべて連結されておりま
す。
連結子会社の数　　　　１社
連結子会社の名前
　日本橋梁エンジニアリング（株）
前連結会計年度において連結子会社で
ありました日橋興業㈱は、平成19年６
月26日に清算結了いたしましたので、
清算結了までの損益計算書および
キャッシュ・フロー計算書のみを連結
しております。
 

２　連結子会社の事業年度に関
する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算
日は一致しております。
　

連結子会社の日本橋梁エンジニアリン
グ株式会社は平成20年１月８日に解散
し、清算手続き中でありますが、連結財
務諸表の作成に当たっては連結決算日
現在で実施した仮決算に基づく財務諸
表を使用しております。

３　会計処理基準に関する事項
　(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法
①　有価証券
　　その他有価証券
　　　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく
時価法(評価差額は、全部純資
産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算
定)

①　有価証券
　　その他有価証券
　　　時価のあるもの

同左

　　　時価のないもの
　　　　総平均法による原価法

　　　時価のないもの
同左

②　デリバティブ取引により生じる正
味の債権及び債務

　　　時価法

②　デリバティブ取引により生じる正
味の債権及び債務

同左
③　たな卸資産
　　材料
　　　月別移動平均法による原価法
　　仕掛品
　　　個別法による原価法
　　貯蔵品
　　　最終仕入原価法

③　たな卸資産
　　材料

同左
　　仕掛品

同左
　　貯蔵品

同左
　(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法
①　有形固定資産
定額法
なお、耐用年数については、法人税
法に規定する方法と同一の基準に
よっております。

①　有形固定資産
同左

②　無形固定資産
定額法
なお、耐用年数については、法人税
法に規定する方法と同一の基準に
よっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用
分)については、社内における利用
可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。

②　無形固定資産
同左

③　長期前払費用
均等償却
なお、償却期間については、法人税
法に規定する方法と同一の基準に
よっております。

③　長期前払費用
同左

④　投資不動産
定額法
なお、耐用年数については、法人税
法に規定する方法と同一の基準に
よっております。

④　投資不動産
同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(3) 重要な繰延資産の処理方

法

　(繰延資産の会計処理に関する当面の
 取扱い)
当連結会計年度より、「繰延資産の会
計処理に関する当面の取扱い」(企業
会計基準委員会　平成18年８月11日　
実務対応報告第19号)を適用しており
ます。これにより、経常損失、税金等調
整前当期純損失が31,545千円増加し
ております。
なお、前連結会計年度において営業外
費用の内訳として表示していた「新
株発行費償却」は当連結会計年度よ
り「株式交付費」として処理する方
法に変更しております。

株式交付費は支出時に全額費用処理し
ております。

　(4) 重要な引当金の計上基準①　貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等の特定
債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上
しております。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　　従業員に対して支給する賞与の支出
に充てるため、支給見込額に基づ
き計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　工事損失引当金　　　　　

　　受注工事に係る損失にそなえるた
め、当連結会計年度末未引渡工事
のうち損失の発生が見込まれ、か
つ金額を合理的に見積もることが
できる工事について、損失見積額
を計上しております。　　

③　工事損失引当金　　　　　

同左

④　退職給付引当金

　　連結財務諸表提出会社は、従業員の
退職給付に備えるため、当連結会
計年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、当
連結会計年度末において発生して
いると認められる額を計上してお
ります。

　　会計基準変更時差異につきましては
15年による按分額を費用処理して
おります。

　　過去勤務債務につきましては、その
発生時に一括損益処理しておりま
す。

　　数理計算上の差異につきましては各
連結会計年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間内の一定
の年数(10年)による按分額をそれ
ぞれ発生の翌連結会計年度より費
用処理しております。

④  退職給付引当金

同左

　(5) 重要なリース取引の処理

方法

　　リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっております。

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(6) 重要なヘッジ会計の方法①　ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、金利スワップについて特

例処理の要件を満たす場合は特例

処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　　当グループでは、借入れによる資金

調達については、社内ルールに基

づき金利変動リスクをヘッジして

おります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

　　ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係

を確認することにより、有効性を

評価しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

　(7) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

①　売上高の計上基準

　　原則として、検収引渡基準又は工事

完成基準を採用しておりますが、

工期１年以上、契約金額１億円以

上の橋梁については工事進行基準

を採用しております。

①　売上高の計上基準

同左

②　消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

　

②　消費税等の会計処理

同左

４　連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は全面時価評価法によっております。

　

同左

５　のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

のれんは、５年間で均等償却しており

ます。

　

同左

６　連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資を計上しており

ます。

同左
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会計方針の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業

会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用

指針第８号)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,024,398千円であります。

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

　　　　　　　　　　　―――

　

注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 7,241,981千円

投資不動産

　建物 16,020千円

　構築物 37,452千円

　機械装置 198,972千円

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 7,122,644千円

投資不動産

　建物 16,989千円

　構築物 37,546千円

　機械装置 211,087千円

※２　担保に供している資産

下記の資産を短期借入金1,594,900千円、長期借入

金3,453,941千円(一年内返済の長期借入金

2,471,119千円を含む)及び仕入債務887,460千円

に対する担保に供しております。

　　 (工場財団)

建物及び構築物 666,196千円

機械装置及び運搬具 353,362千円

土地 1,290,276千円

計 2,309,835千円

　　 (その他)

建物及び構築物 332,633千円

土地 857,755千円

投資不動産 193,152千円

投資有価証券 57,780千円

現金及び預金 1,005千円

※２　担保に供している資産

下記の資産を短期借入金1,094,900千円、長期借入

金3,387,067千円(一年内返済の長期借入金

3,046,567千円を含む)及び仕入債務526,167千円

に対する担保に供しております。

　　 (工場財団)

建物及び構築物 640,630千円

機械装置及び運搬具 414,955千円

土地 1,290,276千円

計 2,345,863千円

　　 (その他)

建物及び構築物 320,416千円

土地 824,255千円

投資不動産 192,183千円

投資有価証券 46,840千円
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　当期総製造費用及び一般管理費に含まれる研究開

発費の金額は520千円であります。

※１　当期総製造費用及び一般管理費に含まれる研究開

発費の金額は1,457千円であります。

※２　　　　　　　 　――― ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

　　 土地 21,800千円

建物及び構築物 11,676千円

計 33,476千円

※３　当社グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

用途 種類 場所

鋼構造物
事業用資産

建物及び構築物、
機械装置及び運搬
具、土地、リース資
産等

兵庫県加古郡
播磨町、
兵庫県西脇市
他

投資不動産 投資不動産
千葉県袖ヶ浦
市

遊休資産
建物及び構築物、
土地等

兵庫県加古郡
稲美町

当社グループは、鋼構造物事業の用に供している
資産、投資不動産及び遊休資産にグループ化して
減損の検討を行っております。その結果、鋼構造物
事業用資産については、橋梁談合事件により、業界
内の受注競争が一気に激化し、落札率はかつてな
い水準に落ち込んでおり、かかる事業環境下にお
ける業績の見通しは非常に厳しい状況となりまし
た。また、投資不動産については、予定しておりま
した賃貸収入が一部物件の売却方針により減額が
見込まれました。さらに、遊休資産については、今
後の活用の予定がないと見込まれました。このた
め係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額ま
で減額し、当該減少額を減損損失5,300,139千円と
して特別損失に計上しております。その内訳は、建
物及び構築物1,662,067千円、機械装置及び運搬具
622,845千円、土地2,720,868千円、その他20,270千
円、リース資産30,188千円、無形固定資産3,915千
円、投資不動産239,982千円であります。
なお、鋼構造物事業用資産グループの回収可能価
額は使用価値により測定しており、将来キャッ
シュ・フローを3.5％で割り引いて算定しており
ます。投資不動産及び遊休資産グループの回収可
能価額は正味売却価額により測定しており、主と
して不動産鑑定士の評価額によっております。

※３　　　　　　　 　―――

※４　固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

　　 土地 12,398千円

無形固定資産 5,278千円

その他 4,436千円

計 22,113千円

※４　固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

　　 建物及び構築物 688千円

　　
機械装置
及び運搬具

991千円

無形固定資産 462千円

その他 1,173千円

計 3,316千円

※５　大量退職によるものであります。 ※５　　　　　　　 　―――
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(連結株主資本等変動計算書関係)

　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 25,559,400 11,000,000 19,169,550 17,389,850

第一回優先株式(株) 5,000,000 ― ― 5,000,000

第二回優先株式(株) ― 12,312,500 ― 12,312,500

合計(株） 30,559,400 23,312,500 19,169,550 34,702,350

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

第三者割当増資による普通株式の増加　　　　11,000,000株

第三者割当増資による優先株式の増加　　　　12,312,500株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

株式併合に伴う減少　　　　　　　　　　　　19,169,550株
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 44,010 13,830 42,936 14,904

　
（変動事由の概要）

増加の内訳は、単元未満株式の買取りによるものであります。

減少の内訳は、株式併合によるものであります。
　

３　新株予約権等に関する事項

 該当事項はありません。
　

４　配当に関する事項

 該当事項はありません。
　

　当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,389,850 ― ― 17,389,850

第一回優先株式(株) 5,000,000 ― ― 5,000,000

第二回優先株式(株) 12,312,500 ― ― 12,312,500

第三回優先株式(株) ― 10,000 ― 10,000

合計(株） 34,702,350 10,000 ― 34,712,350

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

第三者割当増資による優先株式の増加　　　　　　10,000株
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 14,904 877 ― 15,781

　
（変動事由の概要）

増加の内訳は、単元未満株式の買取りによるものであります。
　

３　新株予約権等に関する事項

 該当事項はありません。
　

４　配当に関する事項
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 該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表　に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,351,598千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

― 千円

現金及び現金同等物 1,351,598千円

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,816,750千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

― 千円

現金及び現金同等物 1,816,750千円

２　重要な非資金取引の内容
当社は平成18年12月27日にデット・エクイティ・ス
ワップ（DES：借入金の株式化）を実施しました。
DESによる借入金の減少額　　　　 2,880,000千円
DESによる資本金の増加額　　　　 1,440,000千円
DESによる資本準備金の増加額　　 1,440,000千円

２　　　　　　　　　　―――
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

その他の
 有形固定資産
(工具器具備品)

31,00630,154707 144

無形固定資産 6,4202,5681,9121,939

合計 37,42632,7222,6192,084

　

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

無形固定資産 6,4203,8521,2921,275

合計 6,4203,8521,2921,275

　

２　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

１年内 2,135千円

１年超 2,568千円

合計 4,703千円

リース資産減損勘定期末残高 2,619千円

２　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

１年内 1,284千円

１年超 1,284千円

合計 2,568千円

リース資産減損勘定期末残高 1,292千円

　(注)１ 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高

相当額の算定は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み法」によっておりま

す。

　(注)２ 上記リース資産減損勘定期末残高の他に、注記

省略取引に係るリース資産減損勘定期末残高

17,275千円を計上しております。

　(注)１　　　　　　　　同左

　(注)２ 上記リース資産減損勘定期末残高の他に、注記

省略取引に係るリース資産減損勘定期末残高

9,238千円を計上しております。

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 7,485千円

リース資産減損勘定の取崩額 2,855千円

減価償却費相当額 4,630千円

減損損失 5,474千円

　(注)１ 上記リース資産減損勘定の取崩額の他に、注記

省略取引に係るリース資産減損勘定の取崩額

7,438千円を計上しております。

　(注)２ 上記減損損失の他に、注記省略取引に係る減損

損失24,713千円を計上しております。

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減価

償却費相当額

支払リース料 2,135千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,327千円

減価償却費相当額 808千円

　(注)１ 上記リース資産減損勘定の取崩額の他に、注記

省略取引に係るリース資産減損勘定の取崩額

8,036千円を計上しております。

　

４　減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日)
　

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式

44,930 57,780 12,849

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
株式

― ― ―

合計 44,930 57,780 12,849

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)
　
売却額
(千円)

売却益
(千円)

売却損
(千円)

157,745 64,310 ―

　

３　時価評価されていない主な有価証券(平成19年３月31日)
　

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券
　　非上場株式

115,604

　

当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日)
　

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式

44,930 46,840 1,909

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
株式

― ― ―

合計 44,930 46,840 1,909

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)
　
売却額
(千円)

売却益
(千円)

売却損
(千円)

1,500 ― 603

　

３　時価評価されていない主な有価証券(平成20年３月31日)
　

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券
　　非上場株式

113,501
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

①　取引の内容及び利用目的等

当グループは、金利リスクを管理するため、金利ス

ワップを行っております。

①　取引の内容及び利用目的等

同左

②　取引に対する取組方針

当グループは、実需原則を遵守し投機目的やト

レーディング目的のためのデリバティブ取引は

行っておりません。

②　取引に対する取組方針

同左

③　取引に係るリスクの内容

当グループが行っている金利スワップ取引は市場

金利変動によるリスクを有しております。

なお、当グループのデリバティブ取引の契約先は

いずれも信用度の高い銀行であるため、契約先の

債務不履行によるリスクはほとんどないと認識し

ております。

③　取引に係るリスクの内容

同左

④　取引に係るリスク管理体制

当グループでは、デリバティブ取引に関する管理

規程は特に設けておりませんが、社債の発行、借入

による資金調達は、社内規程に基づき取締役会ま

たは経営会議の承認事項でありますので、それに

関連するデリバティブ取引として報告し、承認を

得ております。

④　取引に係るリスク管理体制

同左

　
２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
金利関連

　

区分 種類

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

契約額等
(千円)

契約額等の
うち１年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

契約額等
(千円)

契約額等の
うち１年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

市場取引以外
の取引

金利スワップ取引

　支払固定
　　受取変動

292,000146,000△3,289△3,289146,000 ― △853 △853

　支払変動
　　受取固定

― ― ― ― ― ― ― ―

合計 292,000146,000△3,289△3,289146,000 ― △853 △853

(注) １　時価の算定方法
　　金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。
２　上記の金利スワップ取引の契約額等は想定元本の金額であり、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
スク量を示すものではありません。

３　ヘッジ会計を適用しているものについては開示の対象から除いております。
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(退職給付関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

　　連結財務諸表提出会社は確定給付型の制度として、退

職金制度の35％相当額について適格退職年金制度を

採用し、残額については退職一時金制度を採用して

おります。

１　採用している退職給付制度の概要

　　連結財務諸表提出会社は確定給付型の制度として、退

職金制度の35％相当額について適格退職年金制度を

採用し、残額については退職一時金制度を採用して

おります。

　

２　退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日)

①　退職給付債務 △738,410千円

②　年金資産 460,601千円

③　未積立退職給付債務(①＋②) △277,809千円

④　会計基準変更時差異の未処理額 65,358千円

⑤　未認識数理計算上の差異 △25,803千円

⑥　連結貸借対照表計上額純額
　　(③＋④＋⑤)

△238,254千円

⑦　前払年金費用 117,358千円

⑧　退職給付引当金(⑥－⑦) △355,613千円

２　退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日)

①　退職給付債務 △593,270千円

②　年金資産 399,319千円

③　未積立退職給付債務(①＋②) △193,951千円

④　会計基準変更時差異の未処理額 57,188千円

⑤　未認識数理計算上の差異 50,697千円

⑥　連結貸借対照表計上額純額
　　(③＋④＋⑤)

△86,065千円

⑦　前払年金費用 190,399千円

⑧　退職給付引当金(⑥－⑦) △276,464千円

３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 63,003千円

②　利息費用 25,527千円

③　期待運用収益 △6,393千円

④　数理計算上の差異の費用処理額 9,822千円

⑤　会計基準変更時差異の費用処理額 26,750千円

⑥　大量退職による費用処理額（注） 274,477千円

⑦　退職給付費用

(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥)
393,188千円

(注)　希望退職等大量退職者の発生に伴い生じたもので、

特別損失に計上しております。

３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 37,182千円

②　利息費用 13,617千円

③　期待運用収益 △17,963千円

④　数理計算上の差異の費用処理額 4,014千円

⑤　会計基準変更時差異の費用処理額 8,169千円

⑥　過去勤務債務の費用処理額（注） △146,325千円

⑦　退職給付費用

(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥)
△101,304千円

(注)　給付水準の引下げに伴い生じたもので、特別利益に

計上しております。

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 2.30％

③　期待運用収益率 1.00％

④　過去勤務債務の処理年数

　　発生時において一括損益処理しております。

⑤　数理計算上の差異の処理年数

　　発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度より費用処理しております。

⑥　会計処理基準変更時差異の処理年数 15年

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 2.30％

③　期待運用収益率 3.90％

④　過去勤務債務の処理年数

　　発生時において一括損益処理しております。

⑤　数理計算上の差異の処理年数

　　発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度より費用処理しております。

⑥　会計処理基準変更時差異の処理年数 15年

　

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

平成19年６月28日開催の当社定時株主総会においてストックオプションの実施を目的とする新株予約

権を発行することにつき承認をうけておりますが、付与がなされておりませんので記載を省略いたしま

す。
　

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

平成19年６月28日開催の当社定時株主総会においてストックオプションの実施を目的とする新株予約

権を発行することにつき承認をうけておりますが、付与がなされておりませんので記載を省略いたしま

す。
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　 (繰延税金資産)

工事進行基準損失否認 257,389千円

賞与引当金繰入限度超過額 21,241千円

退職給付引当金繰入限度超過額 95,969千円

投資有価証券評価損否認 6,246千円

繰越欠損金 3,579,874千円

未払事業税否認 3,161千円

減損損失累計額 492,060千円

独占禁止法違反に係る損失否認 130,636千円

その他 304,569千円

　繰延税金資産小計 4,891,148千円

評価性引当額 △4,891,148千円

　繰延税金資産合計 －千円

　 (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △5,191千円

　繰延税金負債合計 △5,191千円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　 (繰延税金資産)

工事進行基準損失否認 58,371千円

賞与引当金繰入限度超過額 19,385千円

退職給付引当金繰入限度超過額 34,976千円

投資有価証券評価損否認 3,945千円

繰越欠損金 4,070,169千円

減損損失累計額 393,089千円

独占禁止法違反に係る損失否認 74,973千円

その他 29,062千円

　繰延税金資産小計 4,683,973千円

評価性引当額 △4,683,973千円

　繰延税金資産合計 ― 千円

　 (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △775千円

　繰延税金負債合計 △775千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を
省略しております。

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

繰延税金資産に対する評価性

引当額の当期減少額
△42.1％

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
0.9％

住民税均等割 6.4％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率
6.4％

　
　

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

当社及び連結子会社は、鋼構造物(主に橋梁)の設計から製造、現場架設を主事業としており、全セグメ

ントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める鋼構造物事業の割合

がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

当社及び連結子会社は、鋼構造物(主に橋梁)の設計から製造、現場架設を主事業としており、全セグメ

ントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める鋼構造物事業の割合

がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。　
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

在外連結子会社がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

在外連結子会社がないため、該当事項はありません。
　
【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

該当事項はありません。
　

【関連当事者との取引】

　

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

役員及び個人主要株主等

　

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会 社 等
(当該会
社等の子
会社を含
む)

神和測量㈱
神戸市
須磨区
 

15,000
測量全般、
土木設計

― ―
橋梁工事
の外注

橋梁工事の
基本測量

4,971未払金 420

１ 神和測量㈱は当社役員の近親者が議決権の過半数を所有する会社であります。

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等

 橋梁工事の基本測量については、価格その他取引条件は他の外注先と概ね同様の条件によっております。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

役員及び個人主要株主等

　

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会 社 等
(当該会
社等の子
会社を含
む)

神和測量設計㈱
神戸市
須磨区

15,000
測量全般、
土木設計

― ―
橋梁工事
の外注

橋梁工事の
基本測量

6,675
支払手形
及び
未払金

4,021

１ 神和測量設計㈱は当社役員の近親者が議決権の過半数を所有する会社であります。

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等

 橋梁工事の基本測量については、価格その他取引条件は他の外注先と概ね同様の条件によっております。
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(企業結合等関係)

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 △225円36銭

１株当たり当期純損失 492円31銭

 

１株当たり純資産額 △216円52銭

１株当たり当期純利益 10円57銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

2円00銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
１株当たり当期純損失のため記載しておりません。
１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期
末優先株式数×発行価額」を控除した金額を、期末発行
済普通株式数（「自己株式」を除く）で除して計算して
おります。 　
当社は、平成18年12月26日付で普通株式４株を１株に株
式併合を行っております。なお、当該株式併合が前期首に
行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株
当たり情報については、以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 41円32銭

１株当たり当期純損失 190円99銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
１株当たり当期純損失のため記載しておりません。

１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期
末優先株式数×発行価額」を控除した金額を、期末発行
済普通株式数（「自己株式」を除く）で除して計算して
おります。

(注)１ １株当たり当期純利益、当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の

  とおりであります。

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △4,545,292 258,146

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― 74,419

（うち優先株式に係る優先配当額（当連結会計年度に
おける要支払額）(千円)）

― 74,419

普通株式に係る当期純利益又は
当期純損失（△）(千円)

△4,545,292 183,726

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,232 17,374

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数の内訳
転換株式（千株） ― 111,965

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

第一回優先株式
　　　　　　5,000,000株
第二回優先株式
　　　　　 12,312,500株

詳細については　第４「提
出会社の状況」の １「株
式等の状況」の (1) 「株
式の総数等」の ② 「発行
済株式」の注記に記載のと
おりであります。

―――
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(注)２　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,024,398 1,775,749

普通株式に係る純資産額(千円) △3,915,601 △3,761,754

差額の主な内容

配当請求権及び残余財産分配請求権が優先的な株式
の払込金額(千円)

4,940,000 5,440,000

優先株式に係る累積優先配当額(千円) ― 97,504

普通株式の発行済株式数(千株) 17,389 17,389

普通株式の自己株式数(千株) 14 15

１株当たり純資産額の算定に用いられる普通株式の数
(千株)

17,374 17,374
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(重要な後発事象)

　

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１．資本金および資本準備金の減少

当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会および種類株主総会において、資本金および資本準

備金の減少について決議いたしました。

①資本金および資本準備金減少の目的

欠損金の填補を実施し、今後の柔軟な資本政策を可能にするため。

②減少する資本金および資本準備金の額

資本金の額、3,018,765,450円を2,268,765,450円減少して750,000,000円とする。

③減少する資本準備金の額

資本準備金の額、2,772,191,362円を2,568,233,563円減少して203,957,799円とする。

④資本金減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額2,268,765,450円を無償で減少する。

⑤資本金減少の日程

　取締役会決議日　　　　　　　平成19年５月18日

　　債権者異議申述公告日　　　　平成19年５月25日

　　債権者異議申述最終期日　　　平成19年６月25日

　　定時株主総会決議日　　　　　平成19年６月28日

　　効力発生日　　　　　　　　　平成19年６月28日

　　登記申請日　　　　　　　　　平成19年７月２日

⑥資本準備金減少の日程

　取締役会決議日　　　　　　　平成19年５月18日

　　債権者異議申述公告日　　　　平成19年５月25日

　　債権者異議申述最終期日　　　平成19年６月25日

　　定時株主総会決議日　　　　　平成19年６月28日

　　効力発生日　　　　　　　　　平成19年６月28日

２．剰余金の処分

当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会および種類株主総会において、剰余金の処分につい

て決議いたしました。

①剰余金処分の目的

過去に発生しました累積損失を一掃するため。

②剰余金処分の内容

資本金および資本準備金の減少に伴い、その他資本剰余金が増加しますが、その他資本剰余金

6,726,384,065円を減少させ、その他利益剰余金は、当該減少額に対応する額を増加させ、同額分

の欠損を解消する。

３．第三者割当による優先株の発行

当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会および種類株主総会において、第三者割当による優

先株式の発行について決議いたしました。

優先株式の内容

①発行株式の種類・名称　　　　　　日本橋梁株式会社第三回優先株式

②発行新株式数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000株

③発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　１株につき50,000円

④発行価額の総額　　　　　　　　　 　　　　　　　　500,000,000円

⑤資本金組入額　　　　　　　　　    　　　　　１株につき25,000円

⑥資本金組入額の総額　　　　　       　　　　　　　250,000,000円

⑦資本準備金組入額　　　　　　　　　　　　　　１株につき25,000円

⑧資本準備金組入額の総額　　　　　       　　　　　250,000,000円

⑨払込期日　　　　　　　　　      　　　　　　　平成19年６月29日

⑩配当起算日　　　　　　　　    　　　　　　　　平成19年６月１日

⑪割当先及び株式数     ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ 10,000株

⑫資金の使途　　　　                            　運転資金に充当

以上の結果、平成19年６月29日付で発行済株式総数は普通株式17,389,850株、第一回優先株式

5,000,000株、第二回優先株式12,312,500株、第三回優先株式10,000株、資本金1,000,000,000円、資本

EDINET提出書類

日本橋梁株式会社(E01358)

有価証券報告書

61/96



準備金453,957,799円、その他資本準備金０円、その他利益準備金０円となります。

　

４．ストックオプションの付与

Ⅰ．当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会において、当社の取締役及び監査役に対し、ストッ

クオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについ

て決議いたしました。

①取締役及び監査役に対し、新株予約権を発行する理由

当社の取締役の業績向上や企業価値の増大に対する意欲や意識を高めること及び監査役の適正

な監査に対する意識を高めることにより、株主価値の向上を意識した経営を推進するインセン

ティブを与えることを目的とし、職務執行の対価として、ストックオプションとして新株予約権

を発行する。

②新株予約権発行の要領

(1)新株予約権発行の割当を受ける者

当社の社外取締役を除く取締役５名及び社外監査役を除く監査役１名

(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式10,000株を、各連結会計年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に発行

する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。なお、

当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する

ものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約

権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これ

を切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の割合

また、上記の他、決議日後に株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、

合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。

③新株予約権の数

200個を各連結会計年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権の上

限とする。 なお、新株予約権１個あたりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は

50株とする。ただし、②に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の

調整を行う。

④新株予約権発行と引換えに払込む金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を１円とし、これに当該新

株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

⑥新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より３年以内とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

⑧新株予約権の公正価額

新株予約権の公正価額は、割当日における当社普通株式の株価及び行使価額等の諸条件をもと

にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する。

⑨その他の新株予約権の行使条件

新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会にお

いて定める。

Ⅱ．当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会において、当社の関係会社の取締役、当社及び当社

の関係会社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定

を当社取締役会に委任することについて決議いたしました。

①特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

当社関係会社の取締役ならびに当社及び当社の関係会社の従業員に業績向上や企業価値の増

大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とする。

②新株予約権発行の要領

(1)新株予約権割当の対象者

当社関係会社の取締役ならびに当社及び当社関係会社の従業員
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(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式100,000株を上限とする。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の割合

③新株予約権の数

2,000個を上限とする。 

なお、新株予約権１個あたりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は50株とする。

ただし、(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調整を行う。

④新株予約権発行と引換えに払込む金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を１円とし、これに当該新

株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

⑥新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より３年以内とする。

⑦新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社関係会社の取締役または当社もしくは当社関

係会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、当社関係会社の取締役を任期満了によ

り退任した場合、または当社もしくは当社関連会社の従業員を定年退職その他正当な理由

のある場合はこの限りではない。

(2)その他行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約」に定めるところによる。

⑧新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。

⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項

(1)新株予約権者の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則第40条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果

１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

(2)新株予約権者の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記

(1)の資本金等増加限度額から前記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑩その他の新株予約権の行使条件

その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される取締役会の決議において定める。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 1,594,9001,094,900 1.97 ―

１年内に返済予定の長期借入金 2,510,0623,084,669 3.23 ―

１年内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金
(１年内に返済予定のものを除く)

1,104,094 423,671 3.80
平成21年４月30日～
　平成38年５月31日

リース債務
(１年内に返済予定のものを除く)

― ― ― ―

その他の有利子負債
未払金

55,870 1,345 7.58 ―

その他有利子負債
長期設備未払金
(１年内に返済予定のものを除く)

3,252 1,906 7.58
平成21年４月16日～
平成22年８月31日

合計 5,268,1804,606,493 ― ―

(注) １　「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年内に返済予定のものを除く)及び長期設備未払金(１年内に返済予定のものを除く)の連結決

算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

　
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 378,433 8,349 2,432 34,456

長期設備未払金 1,345 560 ― ―

　

(2) 【その他】

当社は、先の独占禁止法違反事件に関連して、平成20年6月11日付けで国土交通省三地方整備局から、ま

た、同24日、25日付けで旧日本道路公団から、損害賠償請求を受けています。 

　現在、その請求内容につきまして確認中であります。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

第140期
(平成19年３月31日)

第141期
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 (※１) 1,295,037 1,807,253

　２　受取手形 3,558 ―

　３　売掛金 3,534,711 3,146,822

　４　未収入金 45,350 29,960

　５　材料 5,123 10,107

　６　仕掛品 466,733 460,094

　７　貯蔵品 11,377 10,956

　８　前払費用 61,291 43,653

　９　関係会社短期貸付金 345,000 ―

　10　短期貸付金 ― 10,088

　11　未収消費税等 169,685 ―

　12　その他 15,033 993

　13　貸倒引当金 △ 450 ―

　　 流動資産合計 5,952,45255.1 5,519,93154.4

Ⅱ　固定資産

　１ 有形固定資産
(※１)
(※２)

　　(1)　建物 999,848 964,575

　　(2)　構築物 163,146 152,556

　　(3)　機械及び装置 596,365 633,821

　　(4)　車両運搬具 1,307 2,259

　　(5)　工具器具備品 19,617 27,418

　　(6)　土地 2,148,032 2,114,532

　　(7)　建設仮勘定 13,330 ―

　　　　　有形固定資産合計 3,941,647 3,895,163

　２ 無形固定資産

　　(1)　ソフトウエア 163 105

　　(2)　施設利用権 2,910 5,484

　　　　　無形固定資産合計 3,073 5,590

　３ 投資その他の資産

　　(1)　投資有価証券 (※１) 173,384 160,341

　　(2)　関係会社株式 10,000 0

　　(3)　従業員長期貸付金 ― 800

　　(4)　長期前払費用 5,181 8,066

　　(5)　投資不動産
(※１)
(※２)

341,009 327,830

　　(6)　会員権 64,000 48,000

　　(7)　差入保証金 202,860 149

　　(8)　前払年金費用 117,358 190,399

　　(9)　その他 58,965 42,906

　　(10)　貸倒引当金 △ 73,111 △50,463

　　　　　投資その他の資産
　　　　　合計

899,648 728,029

　　 固定資産合計 4,844,36944.9 4,628,78345.6

　　　資産合計 10,796,822100.0 10,148,714100.0
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　 第140期
(平成19年３月31日)

第141期
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 769,059 563,468

　２　買掛金 (※１) 959,688 598,038

　３　短期借入金 (※１) 1,594,900 1,094,900

　４　一年内返済の
　　　長期借入金

(※１) 2,510,062 3,084,669

　５　未払金 854,686 754,208

　６　未払法人税等 28,197 13,603

　７　未払費用 21,319 68,322

　８　賞与引当金 52,000 47,700

　９　工事損失引当金 672,452 55,823

　10　前受金 458,672 1,352,843

　11  預り金 23,157 12,860

　12　設備支払手形 ― 13,070

　13　その他 30,000 ―

　　 流動負債合計 7,974,19573.8 7,659,50875.5

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 (※１) 1,104,094 423,671

　２　長期設備未払金 3,252 1,906

　３　繰延税金負債 5,191 775

　４　退職給付引当金 355,613 276,464

　５　関係会社投資
　　　損失引当金

378,869 ―

　６　リース資産減損勘定 19,895 10,531

　　 固定負債合計 1,866,91617.3 713,3497.0

　　　負債合計 9,841,11291.1 8,372,85882.5

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 3,018,76528.0 1,000,0009.9

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 2,772,191 453,957

　　(2) その他資本剰余金 1,889,385 ―

　　　資本剰余金合計 4,661,57643.2 453,9574.5

　３　利益剰余金

　　 　その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 △ 6,726,384 326,941

　　　利益剰余金合計 △ 6,726,384△62.3 326,9413.2

　４　自己株式 △ 5,905△0.1 △6,175△0.1

　　　株主資本合計 948,0518.8 1,774,72317.5

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　その他有価証券
　　　評価差額金

7,658 1,133

　　　評価・換算差額等合計 7,6580.1 1,1330.0

　　　純資産合計 955,7108.9 1,775,85617.5

　　　負債純資産合計 10,796,822100.0 10,148,714100.0
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② 【損益計算書】

　
第140期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 6,228,913100.0 7,936,077100.0

Ⅱ　売上原価 (※１) 7,948,142127.6 7,263,92091.5

　　　売上総利益又は
　　　売上総損失（△）

△ 1,719,228△27.6 672,1578.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　役員報酬 41,398 34,496

　２　従業員給料手当 238,726 167,175

　３　賞与引当金繰入額 10,600 10,000

　４　退職給付費用 18,178 10,311

　５　法定福利費 34,359 28,091

　６　福利厚生費 26,971 13,958

　７　減価償却費 4,929 2,485

　８　不動産賃借料 58,064 37,942

　９　修繕費 7,233 4,479

　10　租税公課 22,262 7,970

　11　旅費交通費 42,060 36,250

　12　通信費 8,956 6,858

　13　事務用品費 7,559 5,222

　14　交際費 7,312 4,290

　15　広告宣伝費 123 68

　16　会議費・諸会費 14,093 10,630

　17　貸倒引当金繰入額 480 ―

　18　雑費 (※１) 105,553648,86210.4 98,362478,5966.1

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

△2,368,090△38.0 193,5612.4

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 442 38

　２　受取配当金 11,335 1,664

　３　賃貸収入 52,854 51,686

　４　雑収入 25,695 90,3281.5 25,177 78,5651.0

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 276,746 133,013

　２　賃貸原価 17,628 14,332

　３　株式交付費 47,317 4,488

　４　雑支出 7,561 349,2535.6 5,107 156,9421.9

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

△2,627,016△42.1 115,1841.5
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　 第140期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　債務免除益 4,388,700 ―

　２　会員権売却益 11,486 ―

　３　投資有価証券売却益 64,310 ―

　４　固定資産売却益 (※２) ― 33,476

　５　過去勤務債務処理額 ― 146,325

　６　関係会社清算配当金 ― 64,060

　７　貸倒引当金戻入益 17,6834,482,17971.9 6 243,8683.0

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産処分損 (※３) 21,143 1,680

　２　投資有価証券売却損 ― 603

　３　関係会社整理損 ― 1,993

　４　減損損失 (※４) 5,300,139 ―

　５　独占禁止法違反に
　　　係る損失

537,329 10,442

　６　事業再生費用 216,171 ―

　７　退職給付費用 (※５) 274,477 ―

　８　会員権売却損 5,0956,387,243102.6 ― 14,7190.2

　　 税引前当期純利益
　　 又は当期純損失(△)

△4,532,079△72.8 344,3334.3

　　 法人税、住民税
　　 及び事業税

18,497 17,392

　　 法人税等調整額 ― 18,4970.3 ― 17,3920.2

　　 当期純利益又は
　　 当期純損失(△)

△4,550,577△73.1 326,9414.1
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売上原価明細書

　
第140期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費 2,229,97726.8 2,048,88328.0

Ⅱ　労務費 1,045,71312.5 762,59110.4

Ⅲ　経費 (※１) 1,535,32018.4 208,612 2.8

Ⅳ　外注費 3,527,72342.3 4,303,90858.8

　　当期総製造費用 8,338,734100.0 7,323,995100.0

　　期首仕掛品棚卸高 94,583 466,733

合計 8,433,318 7,790,728

　　期末仕掛品棚卸高 466,733 460,094

　　他勘定振替高 (※２) 18,442 66,713

　　当期売上原価 7,948,142 7,263,920

(注) ※１　主な内容は次のとおりであります。

第140期 第141期

運搬費 234,807千円 257,178千円

減価償却費 199,435 〃 92,827 〃

租税公課 68,726 〃  63,411 〃

工事損失引当金繰入額 634,533 〃  △616,628 〃

※２　他勘定振替高は建設仮勘定等に振替えられたものであります

　３　原価計算の方法は個別原価計算の方法を採用しております。
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③ 【株主資本等変動計算書】

第140期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高（千円） 828,765 582,191 1,889,385 2,471,576

事業年度中の変動額

　新株の発行 2,190,000 2,190,000 2,190,000

　当期純損失 ―

　自己株式の取得 ―

　資産圧縮積立金取崩 ―

　土地再評価差額金取崩 ―

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

―

事業年度中の変動額合計（千円） 2,190,000 2,190,000 ― 2,190,000

平成19年３月31日残高（千円） 3,018,765 2,772,191 1,889,385 4,661,576

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

資産圧縮積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高（千円） 1,245,430△73,0531,172,377△4,314 4,468,404

事業年度中の変動額

　新株の発行 ― 4,380,000

　当期純損失 △4,550,577△4,550,577 △4,550,577

　自己株式の取得 ― △1,591 △1,591

　資産圧縮積立金取崩 △1,245,4301,245,430 ― ―

　土地再評価差額金取崩 △3,348,184△3,348,184 △3,348,184

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

― ―

事業年度中の変動額合計（千円） △1,245,430△6,653,330△7,898,761△1,591△3,520,352

平成19年３月31日残高（千円） ― △6,726,384△6,726,384△5,905 948,051

　

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高（千円） 79,947△3,348,184△3,268,2371,200,167

事業年度中の変動額

　新株の発行 ― 4,380,000

　当期純損失 ― △4,550,577

　自己株式の取得 ― △1,591

　資産圧縮積立金取崩 ― ―

　土地再評価差額金取崩 3,348,1843,348,184 ―

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△72,288 △72,288 △72,288

事業年度中の変動額合計（千円） △72,288 3,348,1843,275,895△244,457

平成19年３月31日残高（千円） 7,658 ― 7,658 955,710
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第141期(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高（千円） 3,018,765 2,772,191 1,889,385 4,661,576

事業年度中の変動額

　新株の発行 250,000 250,000 250,000

　当期純利益 ―

　自己株式の取得 ―

　欠損填補による資本剰余金取崩 △6,726,384 △6,726,384

　減資 △2,268,765 △2,568,233 4,836,999 2,268,765

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

―

事業年度中の変動額合計（千円） △2,018,765 △2,318,233 △1,889,385 △4,207,618

平成20年３月31日残高（千円） 1,000,000 453,957 ― 453,957

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高（千円） △6,726,384△6,726,384△5,905 948,051

事業年度中の変動額

　新株の発行 ― 500,000

　当期純利益 326,941 326,941 326,941

　自己株式の取得 ― △270 △270

　欠損填補による資本剰余金取崩 6,726,3846,726,384 ―

　減資 ― ―

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

― ―

事業年度中の変動額合計（千円） 7,053,3257,053,325 △270 826,671

平成20年３月31日残高（千円） 326,941 326,941 △6,175 1,774,723

　

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高（千円） 7,658 7,658 955,710

事業年度中の変動額

　新株の発行 ― 500,000

　当期純利益 ― 326,941

　自己株式の取得 ― △270

　欠損填補による資本剰余金取崩 ― ―

　減資 ― ―

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△6,524 △6,524 △6,524

事業年度中の変動額合計（千円） △6,524 △6,524 820,146

平成20年３月31日残高（千円） 1,133 1,133 1,775,856
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
　

第140期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　当社のコア事業である橋梁事業(橋梁の設計・製作・架

設)は、近年の公共工事予算削減の影響により国内橋梁発

注量が逓減傾向にあることに加え、いわゆる橋梁談合事

件後の受注競争により、厳しい状況が続いております。か

かる状況において、当社は、強固な収益体質の確立と、財

務体質の抜本的な改善を図るためには有利子負債を削減

することが不可避であると判断し、平成18年８月４日に

「私的整理に関するガイドライン」に基づき、金融支援

を含む「事業再生計画」を策定し、同10月５日に全対象

債権者から「事業再生計画同意書」のご提出を頂きまし

た。また同12月27日には、「ジャパン・リカバリー・ファ

ンドⅢ」に対して、第三者割当による普通株式および優

先株式の発行を完了しました。この結果として、当社はい

わゆる債務超過の状態から脱し、現在は一丸となって

「事業再生計画」を推進しております。しかしながら、当

期におきましては26億２千７百万円の経常損失となり、

「事業再生計画」における収益計画を大幅に下回る結果

となりました。

　当該状況により、当社には継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を解消するため、財務基盤の強化に向

けて、新たに優先株の発行によって資本増強を図るとと

もに、引き続き金融機関に運転資金等の協力を頂きなが

ら、役員報酬の削減等のコスト削減や収益管理体制の強

化、並びに下記施策を講じることで事業計画の履行を目

指す所存であります。また、国土交通省から平成18年12月

８日に発表された「緊急公共工事品質確保対策につい

て」によって受注環境の変化が予想されますが、こうし

た環境変化にも的確に対応し、受注競争を勝ち抜くため

の社内体制の構築にも着手しております。今後、当社は、

これら諸施策の実行により収益力を強化することで早期

の黒字転換を確実にする所存であります。

　なお、資本増強につきましては、（重要な後発事象）に

記載いたしましたとおり、平成19年６月28日開催の定時

株主総会及び種類株主総会において、①資本金及び資本

準備金の減少について、②第三者割当による優先株式の

発行について決議いたしました。

　従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反

映しておりません。

　当社のコア事業である橋梁事業（橋梁の設計・製作

・架設）は、近年の公共工事予算削減の影響により発

注量が逓減傾向にあることに加え、いわゆる橋梁談合

事件後の受注競争により、厳しい状況が続いており、

前々事業年度から２期連続の大幅な経常損失となりま

した。これに対し、当事業年度は、経常利益１億１千５

百万円、当期純利益３億２千６百万円を計上しました

が、この経常利益の水準は十分とは言えず、平成18年10

月５日に策定しました「私的整理に関するガイドライ

ン」に基づく「事業再生計画」における収益計画を下

回る結果となっております。

　当該状況により、当社には継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。

　かかる状況において、当社は今後の事業継続に向け、

当該「事業再生計画」に基づき、金融支援等により財

務体質の抜本的な改善を図るとともに、資本構成を是

正し今後の柔軟な資本政策の展開を可能とするため、

平成19年６月28日に資本金及び資本準備金の減少並び

に剰余金の処分を実施し、累積損失を一掃いたしまし

た。さらに、前述のような事業環境の変化に的確に対応

できる経営基盤を構築し、生産性改善や受注力強化等

の諸施策の推進に向けた早期の資本増強を図ることを

目的として、同年６月29日にフェニックス・キャピタ

ル株式会社が業務執行組合員である民法上の組合

「ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ」に対して、５

億円の優先株式の発行による第三者割当増資を実施し

ました。

　現在、当社は強固な収益体質の確立に向け、当該「事

業再生計画」を鋭意実行中で、引き続き金融機関に運

転資金等の協力を頂きながら、本計画を着実に推進す

るとともに、役員報酬の削減や一層の合理化等のコス

ト削減を継続しております。

　従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を財務諸表に

は反映しておりません。

　

EDINET提出書類

日本橋梁株式会社(E01358)

有価証券報告書

72/96



重要な会計方針

　

項目
第140期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

　　総平均法による原価法

その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

　時価のあるもの

同左

　時価のないもの

　　総平均法による原価法

　時価のないもの

同左

２　デリバティブ取引によっ

て生じる正味の債権及び

債務の評価基準及び評価

方法

時価法 同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 材料

　　月別移動平均法による原価法

(1) 材料

同左

(2) 仕掛品

　　個別法による原価法

(2) 仕掛品

同左

(3) 貯蔵品

　　最終仕入原価法

(3) 貯蔵品

同左

４　固定資産の減価償却の

　　方法

(1) 有形固定資産

　　定額法

　　なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準

によっております。

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

　　定額法

　　なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準

によっております。

　　ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

　　均等償却

　　なお、償却期間については、法人税

法に規定する方法と同一の基準

によっております。

(3) 長期前払費用

同左

(4) 投資不動産

　　定額法

　　なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準

によっております。

(4) 投資不動産

同左
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項目
第140期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

５　繰延資産の処理方法 (繰延資産の会計処理に関する当面の取
扱い)
当期より、「繰延資産の会計処理に関
する当面の取扱い」(企業会計基準委
員会　平成18年８月11日　実務対応報
告第19号)を適用しております。これ
により、経常損失、税引前当期純損失
が31,545千円増加しております。
なお、前期において営業外費用の内訳
として表示していた「新株発行費償
却」は当期より「株式交付費」とし
て処理する方法に変更しております。

株式交付費は支出時に全額費用処理し
ております。

６　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等の特定
債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上
しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　　従業員に対して支給する賞与の支出
に充てるため、支給見込額に基づ
き計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 工事損失引当金

　　受注工事に係る損失に備えるため、
当期末未引渡工事のうち損失の発
生が見込まれ、かつ金額を合理的
に見積もることができる工事につ
いて、損失見積額を計上しており
ます。

(3) 工事損失引当金

同左

(4) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当
期末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、当期末
において発生していると認められ
る額を計上しております。

　　会計基準変更時差異につきましては
15年による按分額を費用処理して
おります。

　　過去勤務債務につきましては、その
発生時に一括損益処理しておりま
す。

　　数理計算上の差異につきましては各
期の発生時における従業員の平均
残存勤務期間内の一定の年数(10
年)による按分額をそれぞれ発生
の翌年度より費用処理しておりま
す。

(4) 退職給付引当金

同左

(5) 関係会社投資損失引当金
関係会社への投資に係る損失に備
えるため、当該会社の財政状態等
を勘案して必要額を繰入計上して
おります。

(5) 関係会社投資損失引当金
　　　　 同左

EDINET提出書類

日本橋梁株式会社(E01358)

有価証券報告書

74/96



　

項目
第140期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

７　売上高の計上基準 (1) 売上基準は原則として工事完成基

準を採用しておりますが、工期１

年以上、契約金額１億円以上の橋

梁については工事進行基準を採用

しております。

(2) 工事進行基準による売上高は、

5,026,408千円であります。

(1) 　　 　　 同左

(2) 工事進行基準による売上高は、

6,475,319千円であります。

８　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナンス
・リース取引については、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっております。

同左

９　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
　　　繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、金利スワップについて
特例処理の要件を満たす場合は
特例処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法
同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　ヘッジ手段……金利スワップ
　　　ヘッジ対象……借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　　　　　同左

(3) ヘッジ方針
　　　借入れによる資金調達については、

社内ルールに基づき金利変動リ
スクをヘッジしております。

(3) ヘッジ方針
　　　　　　　同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法
　　　ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関

係を確認することにより、有効
性を評価しております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法
同左

10　その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項

消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式を
採用しております。

消費税等の処理方法
同左

　

　 会計方針の変更
　

第140期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

955,710千円であります。

財務諸表等規則の改正により、当期における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

―――

　

EDINET提出書類

日本橋梁株式会社(E01358)

有価証券報告書

75/96



表示方法の変更

　
第140期

(平成19年３月31日)
第141期

(平成20年３月31日)

(貸借対照表関係)

「前払年金費用」は前期において投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当期にお

いては、総資産額の100分の１を超えたため、区分掲記

しております。なお、前期末における「前払年金費用」

の金額は127,524千円であります。

―――

　

注記事項

(貸借対照表関係)

　
第140期

(平成19年３月31日)
第141期

(平成20年３月31日)

※１　担保に供している資産

下記の資産を短期借入金1,594,900千円、長期借入

金3,453,941千円(一年内返済の長期借入金

2,471,119千円を含む)及び仕入債務887,460千円

に対する担保に供しております。

　　　(工場財団)

建物 666,196千円

機械及び装置 353,362千円

土地 1,290,276千円

　　　 計 2,309,835千円

　　　(その他)

建物 332,633千円

土地 857,755千円

投資不動産

　建物 19,956千円

　土地 173,196千円

投資有価証券 57,780千円

現金及び預金 1,005千円

　

※１　担保に供している資産

下記の資産を短期借入金1,094,900千円、長期借入

金3,387,067千円(一年内返済の長期借入金

3,046,567千円を含む)及び仕入債務526,167千円

に対する担保に供しております。

　　　(工場財団)

建物 640,630千円

機械及び装置 414,955千円

土地 1,290,276千円

　　　 計 2,345,863千円

　　　(その他)

建物 320,416千円

土地 824,255千円

投資不動産

　建物 18,986千円

　土地 173,196千円

投資有価証券 46,840千円

　

※２　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 7,221,436千円

投資不動産

　建物 16,020千円

　構築物 37,452千円

　機械及び装置 198,972千円

　

※２　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 7,124,500千円

投資不動産

　建物 16,989千円

　構築物 37,546千円

　機械及び装置 211,087千円
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(損益計算書関係)

　
第140期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　当期総製造費用及び一般管理費に含まれる研究開

発費の金額は、520千円であります。

※１　当期総製造費用及び一般管理費に含まれる研究開

発費の金額は、1,457千円であります。

※２　　　　　　　　　―――　 ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土地 21,800千円

建物 11,676千円

計 33,476千円

※３　固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

土地 12,398千円

施設利用権 5,278千円

その他 3,467千円

計 21,143千円

※３　固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

建物 688千円

機械及び装置 991千円

計 1,680千円

※４　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。

用途 種類 場所

鋼構造物
事業用資産

建物、構築物、機械
及び装置、車両運
搬具、土地、リース
資産等

兵庫県加古郡
播磨町　　　　　
　　兵庫県西
脇市他

投資不動産 投資不動産
千葉県袖ヶ浦
市

遊休資産
建物、構築物、土地
等

兵庫県加古郡
稲美町

当社は、鋼構造物事業の用に供している資産、投資

不動産及び遊休資産にグループ化して減損の検討

を行っております。その結果、鋼構造物事業用資産

については、橋梁談合事件により、業界内の受注競

争が一気に激化し、落札率はかつてない水準に落

ち込んでおり、かかる事業環境下における業績の

見通しは非常に厳しい状況となりました。また、投

資不動産については、予定しておりました賃貸収

入が一部物件の売却方針により減額が見込まれま

した。さらに、遊休資産については、今後の活用の

予定がないと見込まれました。このため係る資産

グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失5,300,139千円として特別

損失に計上しております。その内訳は、建物

1,435,183千円、構築物226,884千円、機械及び装置

622,801千円、車両運搬具43千円、土地2,720,868千

円、その他20,270千円、リース資産30,188千円、無

形固定資産3,915千円、投資不動産239,982千円で

あります。

なお、鋼構造物事業用資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しており、将来キャッ

シュ・フローを3.5％で割り引いて算定しており

ます。投資不動産及び遊休資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定しており、主と

して不動産鑑定士の鑑定評価額によっておりま

す。

※４　　　　　　　　　―――　

※５　大量退職によるものであります。 ※５　　　　　　　　　―――　

　

EDINET提出書類

日本橋梁株式会社(E01358)

有価証券報告書

77/96



(株主資本等変動計算書関係)

第140期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末

普通株式(株) 44,010 13,830 42,936 14,904

　
　　（変動事由の概要）

　　増加の内訳は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　　減少の内訳は、株式併合によるものであります。

　

第141期(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末

普通株式(株) 14,904 877 ― 15,781

　
　　（変動事由の概要）

　　増加の内訳は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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(リース取引関係)

　
第140期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得
価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末
残高
相当額
(千円)

工具器具備品 31,00630,154707 144

ソフトウエア 6,4202,5681,9121,939

計 37,42632,7222,6192,084

　

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得
価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末
残高
相当額
(千円)

ソフトウエア 6,4203,8521,2921,275

計 6,4203,8521,2921,275

　

２　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

１年内 2,135千円

１年超 2,568千円

合計 4,703千円

リース資産減損勘定期末残高 2,619千円

　

２　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

１年内 1,284千円

１年超 1,284千円

合計 2,568千円

リース資産減損勘定期末残高 1,292千円

　

(注)１　取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」によっております。

(注)２　上記リース資産減損勘定期末残高の他に、注記省

略取引に係るリース資産減損勘定期末残高

17,275千円を計上しております。

(注)１　　　　　　　　同左

(注)２　上記リース資産減損勘定期末残高の他に、注記省

略取引に係るリース資産減損勘定期末残高

9,238千円を計上しております。

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 7,485千円

リース資産減損勘定の取崩額 2,855千円

減価償却費相当額 4,630千円

減損損失 5,474千円

        

(注)１　上記リース資産減損勘定の取崩額の他に、注記省

略取引に係るリース資産減損勘定の取崩額

7,438千円を計上しております。

(注)２　上記減損損失の他に、注記省略取引に係る減損損

失24,713千円を計上しております。

        

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減価

償却費相当額

支払リース料 2,135千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,327千円

減価償却費相当額 808千円

        

(注)１　上記リース資産減損勘定の取崩額の他に、注記省

略取引に係るリース資産減損勘定の取崩額

8,036千円を計上しております。

        

４　減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

　　

(有価証券関係)

　

第140期(自平成18年４月１日　至平成19年３月31日)及び第141期(自平成19年４月１日　至平成20年

３月31日)のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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(税効果会計関係)

　
第140期

(平成19年３月31日)
第141期

(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　 (繰延税金資産)

工事進行基準損失否認 257,389千円

賞与引当金繰入限度超過額 21,008千円

退職給付引当金繰入

限度超過額
96,254千円

投資有価証券評価損否認 5,491千円

繰越欠損金 3,321,226千円

未払事業税否認 3,161千円

投資損失引当金否認 153,063千円

減損損失累計額 492,060千円

独占禁止法違反に係る損失否認 130,636千円

その他 327,875千円

　繰延税金資産小計 4,808,167千円

評価性引当額 △4,808,167千円

　繰延税金資産合計 ― 千円

　 (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △5,191千円

　繰延税金負債合計 △5,191千円

　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　 (繰延税金資産)

工事進行基準損失否認 58,371千円

賞与引当金繰入限度超過額 19,385千円

退職給付引当金繰入

限度超過額
34,976千円

投資有価証券評価損否認 3,945千円

繰越欠損金 4,070,169千円

減損損失累計額 393,089千円

独占禁止法違反に係る損失否認 74,973千円

その他 29,062千円

　繰延税金資産小計 4,683,973千円

評価性引当額 △4,683,973千円

　繰延税金資産合計 ― 千円

　 (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △775千円

　繰延税金負債合計 △775千円

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳
　

税引前当期純損失を計上しているため記載を省略し
ております。

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

繰延税金資産に対する評価性

引当額の当期減少額
△41.2％

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
0.7％

住民税均等割 5.1％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率
5.1％

　

　

(企業結合等関係)

第140期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　　　該当事項はありません。

　

第141期(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
第140期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 △229円31銭１株当たり純資産額 △216円51銭

１株当たり当期純損失 492円89銭１株当たり当期純利益 14円53銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
１株当たり当期純損失のため記載しておりません。　
１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期
末優先株式数×発行価額」を控除した金額を、期末発行
済普通株式数（「自己株式」を除く）で除して計算して
おります。
当社は平成18年12月26日付で普通株式４株を１株に株式
併合を行っております。なお、当該株式併合が前期首に行
われたと仮定した場合の前期末における１株当たり情報
については以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 31円38銭

１株当たり当期純損失 188円22銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株
当たり当期純損失のため記載しておりません。

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

2円53銭

１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期
末優先株式数×発行価額」を控除した金額を、期末発行
済普通株式数（「自己株式」を除く）で除して計算して
おります。

(注)１　１株当たり当期純利益、当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

第140期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △ 4,550,577 326,941

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 74,419

（うち優先株式に係る優先配当額（当事業年度における
要支払額）(千円)）

― 74,419

普通株式に係る当期純利益又は
当期純損失（△）(千円)

△ 4,550,577 252,521

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,232 17,374

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数の内訳
転換株式（千株） ― 111,965
希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

第一回優先株式

5,000,000株

第二回優先株式

12,312,500株
詳細については　第４「提
出会社の状況」の １「株
式等の状況」の（1）「株
式の総数等」の②「発行
済株式」の注記に記載の
とおりであります。

―――
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(注)２　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第140期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第141期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 955,710 1,775,856

普通株式に係る純資産額(千円) △3,984,289 △3,761,648

差額の主な内容
配当請求権及び残余財産分配請求権が優先的な株式の
払込金額(千円)

4,940,000 5,440,000

優先株式に係る累積優先配当額(千円) ― 97,504

普通株式の発行済株式数(千株) 17,389 17,389

普通株式の自己株式数(千株) 14 15

１株当たり純資産額の算定に用いられる普通株式の数
(千株)

17,374 17,374
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(重要な後発事象)

第140期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１．資本金および資本準備金の減少

当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会および種類株主総会において、資本金および資本準

備金の減少について決議いたしました。

①資本金および資本準備金減少の目的

欠損金の填補を実施し、今後の柔軟な資本政策を可能にするため。

②減少する資本金および資本準備金の額

資本金の額、3,018,765,450円を2,268,765,450円減少して750,000,000円とする。

③減少する資本準備金の額

資本準備金の額、2,772,191,362円を2,568,233,563円減少して203,957,799円とする。

④資本金減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額2,268,765,450円を無償で減少する。

⑤資本金減少の日程

　取締役会決議日　　　　　　　平成19年５月18日
　　債権者異議申述公告日　　　　平成19年５月25日
　　債権者異議申述最終期日　　　平成19年６月25日
　　定時株主総会決議日　　　　　平成19年６月28日
　　効力発生日　　　　　　　　　平成19年６月28日
　　登記申請日　　　　　　　　　平成19年７月２日

⑥資本準備金減少の日程

　取締役会決議日　　　　　　　平成19年５月18日
　　債権者異議申述公告日　　　　平成19年５月25日
　　債権者異議申述最終期日　　　平成19年６月25日
　　定時株主総会決議日　　　　　平成19年６月28日
　　効力発生日　　　　　　　　　平成19年６月28日

２．剰余金の処分

当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会および種類株主総会において、剰余金の処分につい

て決議いたしました。

①剰余金処分の目的

過去に発生しました累積損失を一掃するため。

②剰余金処分の内容

資本金および資本準備金の減少に伴い、その他資本剰余金が増加しますが、その他資本剰余金

6,726,384,065円を減少させ、その他利益剰余金は、当該減少額に対応する額を増加させ、同額分

の欠損を解消する。

３．第三者割当による優先株の発行

当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会および種類株主総会において、第三者割当による優

先株式の発行について決議いたしました。

優先株式の内容

①発行株式の種類・名称　　　　　　日本橋梁株式会社第三回優先株式
②発行新株式数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000株
③発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　１株につき50,000円
④発行価額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000,000円
⑤資本金組入額　　　　　　　　　　　　　　　　１株につき25,000円
⑥資本金組入額の総額　　　　　　　　　　　　　　　 250,000,000円
⑦資本準備金組入額　　　　　　　　　　　　　　１株につき25,000円
⑧資本準備金組入額の総額　　　　　　　　　　　　　 250,000,000円
⑨払込期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年６月29日
⑩配当起算日　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年６月１日
⑪割当先及び株式数　　ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ　10,000株
⑫資金の使途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運転資金に充当

以上の結果、平成19年６月29日付で発行済株式総数は普通株式17,389,850株、第一回優先株式

5,000,000株、第二回優先株式12,312,500株、第三回優先株式10,000株、資本金1,000,000,000円、資本

準備金453,957,799円、その他資本準備金０円、その他利益準備金０円となります。
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４．ストックオプションの付与

Ⅰ．当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会において、当社の取締役及び監査役に対し、ストッ

クオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについ

て決議いたしました。

①取締役及び監査役に対し、新株予約権を発行する理由

当社の取締役の業績向上や企業価値の増大に対する意欲や意識を高めること及び監査役の適正

な監査に対する意識を高めることにより、株主価値の向上を意識した経営を推進するインセン

ティブを与えることを目的とし、職務執行の対価として、ストックオプションとして新株予約権

を発行する。

②新株予約権発行の要領

(1)新株予約権発行の割当を受ける者

当社の社外取締役を除く取締役５名及び社外監査役を除く監査役１名

(2)新株予約権発行の目的となる株式の種類と数

当社普通株式10,000株を、各連結会計年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に発行

する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。なお、

当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する

ものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約

権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これ

を切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の割合

また、上記の他、決議日後に株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、

合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。

③新株予約権の数

200個を各連結会計年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権の上

限とする。 なお、新株予約権１個あたりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は

50株とする。ただし、②に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の

調整を行う。

④新株予約権発行と引換えに払込む金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を１円とし、これに当該新

株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

⑥新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より３年以内とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

⑧新株予約権の公正価額

新株予約権の公正価額は、割当日における当社普通株式の株価及び行使価額等の諸条件をもと

にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する。

⑨その他の新株予約権の行使条件

新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会にお

いて定める。
　

Ⅱ．当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会において、当社の関係会社の取締役、当社及び当社

の関係会社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定

を当社取締役会に委任することについて決議いたしました。
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①特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

当社関係会社の取締役ならびに当社及び当社の関係会社の従業員に業績向上や企業価値の増

大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とする。

②新株予約権発行の要領

(1)新株予約権割当の対象者

当社関係会社の取締役ならびに当社及び当社関係会社の従業員

(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式100,000株を上限とする。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の割合

③新株予約権の数

2,000個を上限とする。 

なお、新株予約権１個あたりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は50株とする。

ただし、(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調整を行う。

④新株予約権発行と引換えに払込む金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を１円とし、これに当該新

株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

⑥新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より３年以内とする。

⑦新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社関係会社の取締役または当社もしくは当社関

係会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、当社関係会社の取締役を任期満了によ

り退任した場合、または当社もしくは当社関連会社の従業員を定年退職その他正当な理由

のある場合はこの限りではない。

(2)その他行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約」に定めるところによる。

⑧新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。

⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項

(1)新株予約権者の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則第40条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果

１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

(2)新株予約権者の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記

(1)の資本金等増加限度額から前記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑩その他の新株予約権の行使条件

その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される取締役会の決議において定める。
　

第141期(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】
　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

その他有価証券

西日本旅客鉄道㈱ 100 43,800

首都圏新都市鉄道㈱ 1,000 50,000

東京湾横断道路㈱ 400 20,000

関西国際空港㈱ 360 18,000

㈱東京建設コンサルタント 14,000 7,000

㈱みどり会 10,000 5,000

中部国際空港㈱ 100 5,000

東洋技研コンサルタント㈱ 8,400 4,200

京福電気鉄道㈱ 20,000 3,040

その他(５銘柄） 33,251 4,301

計 87,611 160,341
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

　建物 2,540,3623,379 139,4312,404,3101,439,73537,963 964,575

　構築物 1,048,621 ― 40,5401,008,080855,523 10,589 152,556

　機械及び装置 5,247,00379,173 11,1105,315,0674,681,24640,726 633,821

　車両運搬具 7,586 1,480 ― 9,066 6,806 528 2,259

　工具器具備品 158,14711,012 553 168,607 141,188 3,211 27,418

　土地 2,148,032 ― 33,5002,114,532 ― ― 2,114,532

　建設仮勘定 13,330 85,073 98,403 ― ― ― ―

有形固定資産計 11,163,084180,119323,53911,019,6637,124,50093,0183,895,163

無形固定資産

　ソフトウェア ― ― ― 354 249 57 105

　施設利用権 ― ― ― 14,242 8,757 120 5,484

無形固定資産計 ― ― ― 14,597 9,006 178 5,590

長期前払費用 37,284 5,641 27,08515,840 7,774 2,757 8,066

(注) １　当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

建物　　旧社員寮　　　133,510千円

２　無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び

「当期減少額」の記載を省略しております。　

３　上記の他、投資不動産として次のものがあります。

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

投資不動産

　建物 35,976 ― ― 35,976 16,989 969 18,986

　構築物 40,251 ― ― 40,251 37,546 94 2,704

　機械及び装置 344,030 ― ― 344,030 211,08712,114 132,942

　 土地 173,196 ― ― 173,196 ― ― 173,196

投資不動産計 593,454 ― ― 593,454 265,62313,178 327,830

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 73,561 ― 23,091 6 50,463

賞与引当金 52,000 47,700 52,000 ― 47,700

工事損失引当金 672,452 55,823 672,452 ― 55,823

関係会社　　　　　　　　　
投資損失引当金

378,869 ― 378,869 ― ―

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の回収による減少額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

(Ⅰ)流動資産

１　現金及び預金
　

区分 金額(千円)

現金 1,947

預金の種類

当座預金 685,560

普通預金 1,119,441

その他 305

計 1,805,306

合計 1,807,253

　
２　売掛金

(イ)相手先別内訳
　

相手先 金額(千円)

東京都 838,827

中日本高速道路㈱ 770,773

長崎県 462,256

中国地方整備局 270,605

近畿地方整備局 183,370

その他 620,990

合計 3,146,822

　
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

前期繰越高(千円)

(Ａ)

当期発生高(千円)

(Ｂ)

当期回収高(千円)

(Ｃ)

次期繰越高(千円)

(Ｄ)

回収率(％)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366

3,534,7118,332,8818,720,7693,146,822 73.5 146.7

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　
３　材料

　

区分 金額(千円)

溶接棒 10,107

塗料 ―

合計 10,107

　
４　仕掛品

　

区分 金額(千円)

橋梁 460,094

環境 ―

鉄骨 ―

合計 460,094
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５　貯蔵品
　

区分 金額(千円)

燃料 41

燃焼ガス 2,046

工場用貯蔵品 8,868

合計 10,956

　
(Ⅱ)流動負債

１　支払手形

(イ)相手先別内訳
　

相手先 金額(千円)

㈱ミック 71,080

㈱横河ブリッジ 32,510

盛井塗料㈱ 29,865

深田サルベージ建設㈱ 26,710

エヌアイウエル㈱ 22,690

その他 380,613

合計 563,468

　
(ロ)期日別内訳

　

期日 金額(千円)

平成20年４月満期 128,899

　　　　５月満期 191,689

　　　　６月満期 103,190

　　　　７月満期 139,688

合計 563,468

　
２　買掛金

　

相手先 金額(千円)

㈱メタルワン 525,852

㈱横河ブリッジ 22,267

エヌアイウエル㈱ 14,761

㈱松田敏商店 5,747

日本エア・リキード㈱ 4,157

その他 25,251

合計 598,038

　
３　短期借入金

　

借入先 金額(千円)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 1,000,000

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 94,900

合計 1,094,900
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４　一年内返済の長期借入金
　

借入先 金額(千円)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 2,471,119

エム・エー・キャピタル㈲ 169,500

㈱三井住友銀行 164,947

㈱りそな銀行 124,500

㈱伊予銀行 76,500

日本政策投資銀行 40,000

日鉄鉱業㈱ 38,101

合計 3,084,669

　
５　未払金

　

相手先 金額(千円)

中日本高速道路㈱ 184,481

日立・日橋建設共同企業体 73,906

横河・石播・日橋特定建設工事共同企業体 62,562

北税務署 44,613

㈱ミック 40,356

その他 348,288

合計 754,208

　
６　前受金

　

相手先 金額(千円)

東京都 286,600

中国地方整備局 185,474

近畿地方整備局 178,630

東北地方整備局 157,008

関東地方整備局 155,400

その他 389,729

合計 1,352,843

　
(Ⅲ)固定負債

１　長期借入金
　

借入先 金額(千円)

㈱りそな銀行 132,000

エム・エー・キャピタル㈲ 114,500

㈱伊予銀行 94,000

日鉄鉱業㈱ 83,171

合計 423,671

　

(3) 【その他】

当社は、先の独占禁止法違反事件に関連して、平成20年6月11日付けで国土交通省三地方整備局から、ま

た、同24日、25日付けで旧日本道路公団から、損害賠償請求を受けています。 

　現在、その請求内容につきまして確認中であります。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類
１株券 ５株券 10株券 50株券 100株券 500株券 1,000株券 5,000株券 10,000株券
50,000株券　100株未満の株式については、その株数を表示した株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 50株

株式の名義書換え

　　取扱場所
大阪市北区堂島浜一丁目１番５号　
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　本店　全国各支店
野村證券株式会社　　　本店　全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り

　　取扱場所
大阪市北区堂島浜一丁目１番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　本店　全国各支店
野村證券株式会社　　　本店　全国各支店

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 なし

　

　

第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社の親会社等は、フェニックス・キャピタル株式会社であります。 

　また、フェニックス・キャピタル株式会社は非継続開示会社であり、親会社等状況報告書を提出しており

ます。

金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等の名称

　　フェニックス・キャピタル株式会社
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２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　
(1)臨時報告書 証券取引法第24条の５第４項及び「企業内容

等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第
12号及び第19号（固定資産の減損損失の計
上）の規定に基づき提出

平成19年４月27日
近畿財務局長に提出。

(2)臨時報告書 証券取引法第24条の５第４項及び「企業内容
等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第
12号及び第19号（資本金および資本準備金の
減少並びに剰余金の処分）の規定に基づき提
出

平成19年５月18日
近畿財務局長に提出。

(3)臨時報告書 証券取引法第24条の５第４項及び「企業内容
等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第
２号（第三者割当増資による優先株式の発
行)の規定に基づき提出

平成19年５月18日
近畿財務局長に提出。

(4)臨時報告書の
訂正報告書

（3）の臨時報告書の訂正報告書 平成19年６月28日
近畿財務局長に提出。

(5)有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第140期)

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

平成19年６月28日
近畿財務局長に提出。

(6)有価証券報告書の
訂正報告書

（5）の有価証券報告書の訂正報告書 平成19年８月21日
近畿財務局長に提出。

(7)臨時報告書 証券取引法第24条の５第４項及び「企業内容
等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第
12号及び第19号（固定資産の譲渡)の規定に
基づき提出

平成19年９月20日
近畿財務局長に提出。

(8)臨時報告書 金融商品取引法第24条の５第４項及び「企業
内容等の開示に関する内閣府令」第19条第２
項第12号及び第19号（過去勤務債務処理額の
計上)の規定に基づき提出

平成19年11月26日
近畿財務局長に提出。

(9)半期報告書 (第141期中) 自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日

平成19年12月21日
近畿財務局長に提出。

(10)臨時報告書 金融商品取引法第24条の５第４項及び「企業
内容等の開示に関する内閣府令」第19条第２
項第11号（子会社に対する債権の取立不能)
の規定に基づき提出

平成20年１月９日
近畿財務局長に提出。

(11)半期報告書の
訂正報告書

（9）の半期報告書の訂正報告書 平成20年４月30日
近畿財務局長に提出。

(12)半期報告書の
訂正報告書

（9）の半期報告書の訂正報告書 平成20年５月19日
近畿財務局長に提出。

　

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月28日

日本橋梁株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指 定 社
員 公認会計士　　米　　林　　　　　彰　　㊞
業務執行社員

　

指 定 社
員 公認会計士　　宮　　林　　利　　朗　　㊞
業務執行社員

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本橋梁株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、日本橋梁株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当連結会計年度において26億６千６百万円の経

常損失となり、「事業再生計画」における収益計画を大幅に下回る結果となっている。当該状況によ

り、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記

載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を

連結財務諸表には反映していない。

２．重要な後発事象１、２及び３に記載のとおり、平成19年６月28日開催の定時株主総会および種類株主総

会において、資本金及び資本準備金の減少、欠損填補のための剰余金の処分並びに第三者割当による優

先株式の発行が承認可決された。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月27日

日本橋梁株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指 定 社
員 公認会計士　　米　　林　　　　　彰　　㊞
業務執行社員

　

指 定 社
員 公認会計士　　宮　　林　　利　　朗　　㊞
業務執行社員

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている日本橋梁株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、日本橋梁株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前々連結会計年度から２期連続の大幅な経常損失を

計上し、これに対し、当連結会計年度においては、経常利益１億１千万円、当期純利益２億５千８百万円を計上

しているが、この経常利益の水準は十分とは言えず、平成18年10月５日策定の「私的整理に関するガイドライ

ン」に基づく「事業再生計画」における収益計画を下回る結果となっている。当該状況により、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務

諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映してい

ない。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成19年６月28日

日本橋梁株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指 定 社
員 公認会計士　　米　　林　　　　　彰　　㊞
業務執行社員

　

指 定 社
員 公認会計士　　宮　　林　　利　　朗　　㊞
業務執行社員

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本橋梁株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第140期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、日本橋梁株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。　

追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当事業年度において26億２千７百万円の経常損

失となり、「事業再生計画」における収益計画を大幅に下回る結果となっている。当該状況により継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載され

ている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表に

は反映していない。

２．重要な後発事象１、２及び３に記載のとおり、平成19年６月28日開催の定時株主総会および種類株主総

会において、資本金及び資本準備金の減少、欠損填補のための剰余金の処分並びに第三者割当による優

先株式の発行が承認可決された。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成20年６月27日

日本橋梁株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指 定 社
員 公認会計士　　米　　林　　　　　彰　　㊞
業務執行社員

　

指 定 社
員 公認会計士　　宮　　林　　利　　朗　　㊞
業務執行社員

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている日本橋梁株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第141期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、日本橋梁株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。　

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前々事業年度から２期連続の大幅な経常損失を計上

し、これに対し、当事業年度においては、経常利益１億１千５百万円、当期純利益３億２千６百万円を計上して

いるが、この経常利益の水準は十分とは言えず、平成18年10月５日策定の「私的整理に関するガイドライン」

に基づく「事業再生計画」における収益計画を下回る結果となっている。当該状況により、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継

続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。

　

EDINET提出書類

日本橋梁株式会社(E01358)

有価証券報告書

96/96


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)所有者別状況
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	(8)ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	(1)最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2)最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1)連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書
	③連結株主資本等変動計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	関連当事者との取引

	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表


	(2)その他

	２財務諸表等
	(1)財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③株主資本等変動計算書
	④附属明細表
	有価証券明細表
	株式
	有形固定資産等明細表
	引当金明細表


	(2)主な資産及び負債の内容
	(3)その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

